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 開 議 

○議長（伊都堅仁君）    皆さん、おはようございます。 

  これから、本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（伊都堅仁君）    本日執行部から議案第９４号が提出され、本会議前の議会

運営委員会で調査をいただいた結果、本日の日程に追加し、本日は説明のみとして、１

３日予定の本会議において審議、採決を行うことになりましたので報告します。 

  それでは、日程に入ります。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 議案第９４号 令和４年度紀美野町一般会計補正予算（第８号）について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１、議案第９４号、令和４年度紀美野町一般会計補

正予算（第８号）について、議題とします。 

  説明を求めます。 

  保健福祉課長、森谷君。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    おはようございます。 

  それでは、本日追加で提出させていただいた議案書の１ページをお開きください。 

  議案第９４号、令和４年度紀美野町一般会計補正予算（第８号）。 

  令和４年度紀美野町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５４万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億１,４４８万８,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  令和４年１２月６日提出 紀美野町長 小川裕康 

  今回追加させていただく補正予算は、国の第２次補正予算で全ての出産家庭に合計１

０万円を支給して、妊産婦の伴走型支援につなげる出産・子育て応援交付金事業が盛り

込まれました。 

  ついては、本町においても実施するため、その事業に要する費用について計上するも
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のでございます。 

  出産・子育て応援交付金事業は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄化する中で、

孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくないことから、妊娠期から出産・子育

てまで、身近できめ細やかに相談に応じ、必要な支援をつなぐとともに、経済的支援を

一体的に行う事業でございます。 

  具体的には、本町では現状においても妊娠届や出産届の後、保健師は妊婦やお子さん

の健康状態を確認したり、各種の母子に関する制度や事業について説明しているところ

でございますが、新たに国が示したアンケートを実施し、その回答を基に一緒に状況確

認するとともに、妊娠届や出産届の後の母子との面談後、それぞれ５万円を現金給付い

たします。 

  それでは、予算に関する説明書の３ページをお願いします。予算説明資料は１ページ

からとなりますので、併せて御覧ください。 

  歳入でございます。 

  １５款国庫支出金、２項３目衛生費国庫補助金で、出産・子育て応援交付金で２３６

万円の増額補正です。事業費の３分の２が補助されるものでございます。 

  １６款県支出金、２項３目衛生費県補助金は、出産・子育て応援交付金で５９万円の

増額補正で、事業費の６分の１が補助されます。 

  １９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金は５９万１,０００円の増額補正で、町

負担分に対して基金を活用するものでございます。なお、事業費の６分の１は町負担と

なりますが、地方交付税で措置される予定となっております。 

  続いて、４ページを御覧ください。 

  歳出でございます。 

  ４款衛生費、１項４目母子衛生費は、３５４万１,０００円の増額補正です。給付案

内に係る超過勤務手当、消耗品、郵便料などの事務費及び出産・子育て応援給付金３３

５万円です。 

  給付金は妊娠届や出産届の後、母子との面談後、それぞれ５万円を現金給付しますが、

対象者は令和４年４月以降に妊娠届・出産届のあった世帯となります。既に妊娠届を提

出された方については５万円、出産された方については、妊娠届時の５万円と出産届時

の５万円を一括して１０万円遡って給付する予定でございます。 

  以上、簡単でございますが、議案第９４号の説明といたします。よろしくお願いしま



－５－ 

す。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 降壇） 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（伊都堅仁君）    日程第２、一般質問を行います。 

  質問者は、一つの項目の質問を終了し、次の質問事項に入る場合は、質問の区切りが

明確になるように、次に何々について質問しますと発言を願います。 

  一問一答方式により、質問時間は４０分です。 

  一般質問の通告は４人です。 

  それでは、通告順に従い、順次質問を許可します。ただし、議長の許可を得て、通告

項目の順を変更することができます。 

  初めに、１１番、美濃良和君の一般質問を許可します。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    おはようございます。それでは、議長さんのお許しを得

まして、一般質問を行ってまいりたいと思います。 

  まず初めに、小規模太陽光発電（５０キロワット未満）についてお聞きしたいと思い

ます。 

  今、事業があちこちで行われているわけでございますけども、この中で地元との関係

が非常にこじれてるといいますか、問題があるということが言われています。私、今日

は動木の案件と、それから福井についてお聞きしたいと思います。 

  動木については、以前、メガソーラーが樫河池の上に造られるということで大きな問

題になりました。それに関係した人も入って、今回の小規模の開発も手がけられている

ようであります。 

  紀美野町としては、そういう中でできる限り住民の方々が安心できるようにと、そう

いうことで条例がつくられました。しかし、その条例のところと、それからこの太陽光

発電については、ＦＩＴという法律、こういう法律の下に行われております。経産省の

関係ですよね。これのところの関係をうまく見ながら、安心してやっていただけるよう

にどうするんかということが紀美野町としても考えて、そして住民の方々に安心しても

らえると、そういうことにならなきゃならんというふうに思うわけでございますけれど

も、ここで、事業者は２回の説明会を持っています。これは条例に基づくものですね。

そのときの説明の中で、番地については、細かくなってまいりますので置いとくとして、



－６－ 

住民から声があるからということで、これは回覧板ですか、何かそういうお知らせが回

ったらしいんですけども、ここのところで住民の方々の安心してもらえるようにという

ことで、土地を新たにしようとしたけれどもということで出てきたという土地が２件あ

ります。しかし、その２件については、結局、既にもうＩＤも取ってると、経産省の、

そういう土地であったということで、これは一体どういう意味なのかと、こういうふう

な方がかえって不信を持たれるというふうな状況にあるように思います。 

  それから、これは当然、パネルを貼っていくんですけれども、風の強いところである

ということで、そこで飛ばされれば大変なことになると、周辺の方々の家にこのパネル

が飛んでいけば、破損の問題もあれば、また感電という問題も出てまいります。 

  そういうことで、十分な工事がされなきゃならんわけでございますけれども、これに

ついて引き抜き、要するに大きな杭ですけども、ドリル状になって、らせん状の、そう

いう杭が打たれるということなんですが、これについて、計画では２メートルのものが

入るということにあるようなんですが、実際にそれが１メートル６０センチですね、こ

ういうもので実験ということで出てきたということなんですが、こういうようなところ

で、それがどういうふうになってくるのか、２メートルのをやるということならば、２

メートルのものが出てこなきゃならんわけでございますけれども、その辺の意味等も非

常に住民の方々が不安に思われてるということであります。 

  こういうふうなことの中で、やはり紀美野町として安心してもらえるようにどうして

いくのか、指導はどうしていくのか、何にしても、せっかく皆さん方が安心して住んで

られる、その地域にこういうものができてくるということについては、町としても安全

に暮らしてもらうための責任というのは当然あるわけでございまして、それについてま

ずお聞きしたいと思います。 

  それから、福井なんですけれども、ここのところで１件、できてから、ここでは覚書

というものが交わされています。しかし、その中で光がまぶしかったら、それに対して

業者は対応すると、こういうふうにうたわれているわけでございますけれども、今年の

３月から８月の頃に、そういうことで、非常にまぶしいということが、全地域に起こら

へんのですね、限定的にあったんですが、これについて、会社のほうに申し入れたけれ

ども、それについては対応がなかったと。これが１件あります。 

  やっぱり、こういうことについては、きっちりと守っていかなければ、覚書なり、協

定書を結んでも、非常に不安であると。今後、いろんな問題が、こういうふうな業者が
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うちの町のほうにも来ると思いますけれども、そういうことについて、その対応を、覚

書等もあることですから、当然、町のほうもそれについての業者との話合いがあったと

いうふうに思います。そういうことで、そのことについての、住民の方々の安全・安心

を守るという立場から、町の考えをお聞きしたいと思います。 

  次に、資材の高騰による経営に非常に困っておられる農家の支援についてお聞きした

いと思います。 

  今、非常に国際的な問題があって、肥料や農薬、それから燃料と、こういうものが高

騰する中で、今、農家の方々も大変困っておられます。しかも、今、柿農家においては、

さらにそれに加えて、今年は炭疽病とか、カメムシの被害というふうなことも起こって

るようでございます。そういうふうな大変な状況の中であるわけでございまして、物価

高騰、この肥料、農薬、これらの高騰に対して離農を進めない立場から、町としても対

策が必要ではないかと思います。それについてお聞きしたいと思います。 

  次に、町の業務の外注についてお聞きしたいと思います。 

  最近、教育関係の４業務と天文台のバンガローの管理について外注するということ、

そんなことが起こってきています。紀美野町は人口対策として、Ｉターンを迎え入れよ

うと、紀美野町にたくさんの方が入ってきてもらえるようにしようということで対策を

練って、また、まちづくり課という課も設置して頑張っています。そういう中で成果も

でてきているということでうれしいことでございますけれども、その方々がやはりこの

町に来て、仕事がなければやっていけないというふうなことがあるわけでございまして、

中には、その仕事のことから、また、一旦来たけれども、出ていくという方もあったよ

うに思います。そういうふうなことで、できるだけ町にお金をどう落とすのかと、そう

いうことが、どこの市町村でも考えているところかというふうに思います。国からの金

をどういうふうに町に落とすのか、そういうふうな観点からして、そういうやってもら

える方々、よく分からんで、そんな仕事があるのかというふうに、後から思われる方も

あるようでございます。そういうことから、積極的にやってもらえる、そういう業者を

育成するというふうな観点からも進めていかなければならないかというふうに考えます。

見解をお聞きしたいと思います。 

  次に、天文台についてお聞きしたいと思います。 

  総務文教常任委員会で、この天文台へ視察をさせていただきました。以前から気にな

ってるんでございますけれども、進入路が既に狭いと、そういうことが大変心配です。
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以前は、上がり小口というんですか、入り口のところでガードレールを曲げてしまうよ

うな事故もあったようでございますけれども、そういうふうな来訪者の方々は夜に来ら

れると、そういうふうな方が多いかというふうに思うんです。非常に狭い道であるとい

うことで、対向とか、対向がために脱輪ちゅうようなことも起こる、そういうおそれも

あるんですけれども、やっぱりそういうことで対策をしておかなければ、天文台に対す

る、そういう評価にも重なってくるかと思います。そういうことで、道路の安全対策と

いうことでお聞きしたいと思います。 

  次に、支所における期日前投票、これについては、何人かの方々が質問をしてまいり

ましたけれども、期日前投票が現在衆議院と、この間の県知事選挙と２回投票が行われ

ました。やっぱり、以前から言われ、また聞いてるんですけれども、投票日に行くとい

うのは、たくさんの方が座ってられて、選管の方々や、また一般の方も座ってくれてい

ます。そういうふうなことのところで、その前を通っていくということは、気恥ずかし

いとか、そういうことで、もう一度、着るものも、装いも正していかなきゃならんとい

うふうなことで、気を遣われる方もございます。そういうことで、期日前投票ならば、

座ってられる方々も少なくて、非常に行きやすいと、そういうことで言われる方がある

わけでございます。町としても、投票率をどう上げるのかということで取り組まれてる

ということと思いますけれども、そういう観点からしても、この期日前投票というのを

支所におきまして、回数を増やしていただけないのか、そのことについてお聞きいたし

ます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    それでは、美濃良和君の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

  住民課長、東浦君。 

（住民課長 東浦功三君 登壇） 

○住民課長（東浦功三君）    それでは、私のほうから美濃良和議員の１問目「小規

模太陽光発電について」の御質問にお答えいたします。 

  紀美野町では、令和 4年 1月 1日から再生可能エネルギー発電設備と地域環境との調

和に関する条例を施行し、現在１４件の事業計画の届出がございます。 

  動木地内の太陽光につきましては、事業計画の届出はされてはおりますが、いまだ着
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工には至っておりません。 

  議員御指摘の中のＦＩＴ認定のいかんにつきましては、条例による事業計画の届出の

要件にはなっておらず、現にＦＩＴ認定を受けず、企業等へ直接売電を行う非ＦＩＴ方

式により実施する事業者が増えてきております。 

  したがいまして、ＦＩＴ認定の有無にかかわらず、事業計画を届け出た事業者は、設

置者として、条例に基づいた手続をし、住民理解に努め、工事中はもとより発電事業期

間も全ての責任を負うことになります。 

  しかしながら、ＦＩＴ認定を受けている場合は、事業実施者として認定を受けている

わけでございますので、ＦＩＴ認定者と事業計画上の設置者は当然同一であるべきと考

えます。相違がある場合は合理的な理由がない限り、事業者に対し事業計画の変更手続

をするよう指導しております。 

  動木地区の件では、説明会において、当該事業区域のＦＩＴ認定に係るＩＤの名義が、

設置者と異なっていることについての質問があり、変更申請中であると回答しているに

もかかわらず、いまだに名義が変わっていないことについては、住民への説明が必要で

あると考えますので、その点については、その旨事業者には伝えております。 

  また、福井地区の件につきましては、条例施行前に着工したものでございますので、

条例の規定による規制の対象とはなっておりません。また、合意書につきましては、福

井地区と事業者で取り決めたものであると思われ、そこに町の関与はございません。 

  しかしながら、生活環境を著しく阻害されているのであれば、住民の方が困っている

ことを事業者に伝え、対処してほしい旨申し入れることはできますので、御相談をいた

だきたいと、そのように思います。 

  以上、答弁といたします。 

（住民課長 東浦功三君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    産業課長、吉見君。 

（産業課長 吉見將人君 登壇） 

○産業課長（吉見將人君）    それでは、私のほうからは、美濃議員の２番目の「資

材高騰によって経営に苦労する農家の支援について」の御質問に、お答えさせていただ

きます。 

  ロシアのウクライナ侵攻による資源価格の高騰に加え、円安による輸入物価の上昇は、

様々な物の値段の上昇につながり、農家にとっても負担が増加していることは認識して
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ございます。議員がおっしゃられるように様々な要因に加え、物価の高騰は離農を進め

ないかとの御質問でございますが、当町の離農の主な原因は、高齢化と担い手不足によ

るものでございまして、物価高騰は、これを加速する可能性があるものと危惧してござ

います。 

  農業を守るための支援対策としまして、国では燃料油価格激変緩和補助事業や今年度

に肥料価格高騰対策事業などによる支援が行われます。また、当町におきましても紀美

野町農業経営支援事業により、農機具の購入や農地の改良、農薬の購入補助など１５項

目もの支援を町独自で続けているところでございます。 

  また、最近の物価高騰に対応しまして、令和４年度よりメッシュ柵設置補助の単価の

増額、獣害捕獲用檻の購入補助の上限の増額、認定農業者が対象の農薬購入補助につき

ましても上限を増額するなど、支援を拡充してございます。 

  町としまして農家を守ることは、大切であると考えてございますので、今後におきま

しても必要な支援策を提案してまいりたいと考えてございます。 

  以上、簡単ではございますが、「資材の高騰によって経営に苦労する農家の支援につ

いて」の御質問の答弁とさせていただきます。 

（産業課長 吉見將人君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    教育次長、曲里君。 

（教育次長 曲里充司君 登壇） 

○教育次長（曲里充司君）    美濃議員の「町の業務の外注について」、「天文台来

訪者への安全対策について」お答えさせていただきます。 

  まず、町の業務の外注についてお答えさせていただきます。 

  教育委員会では、学校教育支援員業務・学校校務員業務・車両運行管理業務・学童保

育業務の４業務を令和５年度から３年間、行政事務等包括業務委託を行うことについて、

本年９月議会に債務負担行為を御可決いただいたところです。 

  また、星の動物園バンガローについては、令和５年度より５年間、指定管理による運

営を開始するため、本定例会へ指定管理者の指定についての議案を上程しているところ

です。これらの民間委託については、サービスの向上や業務の効率化を図るため実施し

ており、募集については、一般公募を行い、条件を満たす事業者から提案をいただき、

選定を行ってきたところです。 

  行政事務等包括業務委託と星の動物園バンガローの指定管理については、地元貢献や
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地元雇用を条件に応募を行いましたが、町内事業者からの応募提案はありませんでした。 

  現在の事業実施のための職員の確保には、非常に苦慮しており、人口減少による新た

な人員確保の困難さが年々増すものと考えられます。 

  今後も、地元貢献や地元雇用などを条件とし、民間事業者を活用してまいりたいと考

えております。 

  以上、「町の業務の外注について」の答弁とさせていただきます。 

  続きまして、美濃議員の「天文台来訪者への安全対策について」お答えさせていただ

きます。 

  みさと天文台は、リニューアルオープン前までは来台者数が集中すると、駐車場が車

であふれ、また上る車と下る車の対向が頻繁にあり、脱輪トラブルなどもありました。 

しかしながら、令和３年７月７日にリニューアルオープンしてから、コロナの影響も

あって、事前予約制により人数を制限した営業を現在も行っているところでございます。

事前予約制のため、予約者のみがスムーズに天文台へ御来場いただけるよう、土曜日、

日曜日については警備委託を行い、天文台までの２か所において交通整理を行っており

ます。 

  また、沿道の樹木伐採を行い、見通しをよくすることにより通行の安全確保対策も行

っているところです。さらに、沿道に桜や紅葉を植えて景観美化にも取り組んでいると

ころでございます。今後も、より多くのお客様に気持ちよく御来場いただけるよう、引

き続き対策を講じてまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（教育次長 曲里充司君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    選挙管理委員会書記長、坂君。 

（選挙管理委員会書記長 坂 詳吾君 登壇） 

○選挙管理委員会書記長（坂 詳吾君）    それでは、私のほうからは、美濃議員の

５番目の「支所における期日前投票について」の御質問にお答えいたします。 

  美里支所における期日前投票の実施は、今年の７月に執行されました第２６回参議院

議員通常選挙と、先月の和歌山県知事選挙の２回となります。いずれも、投票日前日の

土曜日のみ実施しました。実績につきましては、参議院議員通常選挙が８９人、和歌山

県知事選挙が１０４人の投票がございました。町内全体における期日前投票の投票者数

は、選挙を重ねるたび増えている状況でございます。また、新型コロナウイルス感染症
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対策としても、期日前投票の制度は大変有意義であると考えてございます。 

  また、現在、町内には、２１か所の当日投票所がありますが、人口減少に伴い選挙人

が５０人に満たない投票所があります。投票所運営における人員不足等の観点からも、

地域の御理解をいただきながら投票所の統合を検討していかなければならない局面であ

ると考えてございます。 

  今後は、美里支所の期日前投票は継続しつつ、開設日を増やすことを検討していきま

すが、このことにより、投票管理者、投票立会人及び事務従事者の負担増につながりま

す。選挙人の皆様に、期日前投票をより一層御活用いただくこととともに、当日投票所

の見直しを検討していくことも大切であると考えています。町全体の投票所運営を総合

的に考慮し、かつ慎重に検討を行っていきたいと考えてございますので、御理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

  以上、「支所における期日前投票について」の答弁とさせていただきます。 

（選挙管理委員会書記長 坂 詳吾君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    以上で、１回目の答弁が終わりました。 

  これより、２回目以降の質問は、自席で起立して、通告項目に従い質問、答弁をして

ください。 

  １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    まず初めに、この小規模太陽光発電ですね、このことに

ついて、この業者に対して、変更についてはもう一度説明会を持つように、伝えると、

こういうふうにおっしゃられました。 

  このＦＩＴと、それから町との関係なんですけども、これ、ＦＩＴと町との関係がな

いというのはおかしいんですよね。どちらもなければ、ＦＩＴもやってなければ業者は

できないし、申請してＩＤをもらっていなければ事業はできないし、町としても、ここ

の条例にあるように、最低のことについては、やらなければならんことになってるかと

いうふうに思います。 

  それについて、やっぱりその辺は双方見ながらやっていかなければ、住民の方々の安

心が守れないということになるんではないですか。この変更届についての説明会を指導

ですね、このことについてもう一度お聞きしたいのと、それから福井について、条例が

あろうとなかろうと、住民の困っている方々に対して、町としては安心・安全を持って

もらうように、これは指導していかなきゃならん、そういうことにはなるんではないで
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すか。これはもう、条例前だから、町は知りませんよって、そんなことは言えんわけで

しょう。 

  そしてもう一つはこの説明会なんですよ。説明会を条例ではどこまでという範囲はは

っきり決めてませんね。前に、そのことについてお聞きしたら、それはものによって違

うから、ものによって決めていくと、こういうふうなことでありましたけれども、これ

についてどういうふうなことを基準に考えておられるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（伊都堅仁君）    住民課長、東浦君。 

○住民課長（東浦功三君）    美濃議員の再質問にお答えしたいと思います。 

  まず１点、条例とＦＩＴ法の関係でございます。 

  先ほども申しましたとおり、条例にはＦＩＴ認定の有無にかかわらず、そこで事業を

するものにつきましては、かかってきます。実際に、ＦＩＴ認定を受けず、大企業に、

固定買取制度を使わずに大企業に直接売電をするというケースも増えてきております。

この場合は、ＦＩＴとは全く関係はございません。ですが、ＦＩＴ認定を受けておる場

合は、ＦＩＴ認定の名義者が事業実施者として認定を受けているわけでございますので、

そこのところは整合性が、同一であるべきだと考えております。ですので、違っていた

場合は、事業者に説明を求め、もしＦＩＴ認定の名義と事業実施者の届出が違うのであ

れば、また一から条例上の変更の手続をしていただくということで指導してまいります。 

  もう１点、土地の変更の件につきましては、事業者のほうから変更協議申請、事前協

議が出ております。法的に違反しておるとか、そういうことが各課照会によってござい

ませんので、それについては変更事前協議ということでは受けております。ですが、こ

の後、条例に基づいて対象地域への説明が義務づけられておりますので、それは必ずす

るように指導しております。 

  それから、説明会の範囲でございますが、説明会、条例にもありますが、そこの隣接

する自治会、地区となっております。ですので、そこでは隣接をするところ、事業区域

の中にあるところ含め、その当該区長さんと相談をして、どの地域にするか、全域にす

るのかということを協議しながら範囲を決定しております。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    今言われてる売電と、売電以外の、最近増えてきてると、

そういうのは私もそういうもんで読んだことございますけれども、それはもう私は聞い
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てませんし、今はそのことについては関係ない話で、今起こってる、その売電について、

このことについてお聞きしてるわけでございます。 

  このことについて、状況変わってきた場合の変更の手続をさせるとか、そういうこと

について、町としてはもう少し踏み込んで、実際のところ、私はこの業者に対して、私

も不信持ってます。去年のことからですよね、あのときにも質問したように、非常に説

明会でも横暴なように感じました。また、メガソーラーですね、以前樫河池にあった、

あのメガソーラーに関わった方も入ってる、そういうふうな開発が今進められていると。

そしてまたもう一つは、うちとして一番困るのが、国の規制緩和なんですよね、ゼロカ

ーボンとか、そういうふうなことを進めるために、これ見てたら、少し問題があっても、

やってまえっていうふうな感じをするような国の方向があるんじゃないかと、このよう

に不信に感じます。その中で、町が住民の方々を守るという、そういう大変なことをや

っていただかなきゃならんと、そういうふうなことでありますから、いろいろ担当の方

も苦労されている、それは分かります。でも、やはりあくまでも住民の方々の安全・安

心を守る、それから動木の今言ってるところの開発は、これは動木だけじゃないんです

ね、例えば、この役場におっても光るものが感じることがあるんじゃないですか。かな

り広いところに影響あるというように思うんですよ。そうなってくると、住民の方々の

同意ということになってくると、もっと広いもんになってくる。また、うちの役場に来

訪者、県外からも来る方もございますでしょうし、そういう点からの指導を強くやって

いかなきゃならないというふうに思います。 

  それから、今言うところの、具体的には説明会の持つものについて、もう一度説明を

願いたいと思います。 

  それから、隣接自治会についてということでございましたけれども、自治会というの

は、うちで言うならば字というふうに理解してよろしいんですか。そうなってくると、

かなり広いところも含めて、そういうふうに見とかんと、できてしまってから、おまえ

らだけ賛成してもうて、どうよってことになってきては困る、そういうこともあると思

うんでございますけれども、その辺のところについての決め方というんですか、それは

どうなっていますか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（伊都堅仁君）    町長、小川君。 

○町長（小川裕康君）    美濃議員の再々質問に対して私からもお答えをさせていた

だきたいと思います。 
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  紀美野町は昨年の１２月に、議員も言われたように条例整備をいたしました。他の市

町村に先行して条例整備したのは、それの大きな目的というのは、この豊かな自然を守

ると、そして住民の安全で安心な生活環境を守りながら、再生エネルギーとの調和を図

っていくという大前提、大きな目的を持って条例整備をしました。この条例に基づいて、

いろんな手続を進めておりまして、動木の今の樫河池の下流の案件もそのとおりであり

まして、近隣の住民に対して説明して、しっかり理解をいただいた上でっていうことで、

それで最初の計画を受理したというのは今の現状であります。 

  その中で、計画と実際、先ほどもおっしゃられたように、試験をしたときに計画では

２メートル、しかし試験は１メートル６０センチということで、値が足らなんだという

ことは、それは事業者に対して皆さんに納得できるような資料も出してくださいという

こともしっかり指導もしておりますし、要はＦＩＴ認定後をということで、住民の皆さ

んに説明したことをしっかりと実行してくださいね、それが実行されてないということ

であれば、事業者と住民との信頼も崩れてしまいますよということは大きなことであり

ますので、住民の方に説明したとおりのことをしてくださいというのは、強く指導して

るということでございますので、そこは議員さんにも御理解いただきたいなと思ってお

ります。 

  二つの、土地の案件も議員言われましたけれども、それについても、必要な手続がで

きていないのであれば、条例に基づいて手続をした上で進めてもらわなければ、町とし

てはそれは認めることはできないということであります。 

  ただ、町とすれば、許認可権は持ってないというのは議員も御承知のことであります

が、条例に基づいて、その手続に基づいて、住民の方々にしっかりと説明して理解をも

らってくださいということを強く指導していっているところであります。 

  もう１点、議員からは福井の件も質問ございました。福井の件は、昨年の８月、９月

ということで、条例の制定前でありますけれども、条例の制定前ですから、町は知りま

せんということはありません。この目的は住民の安心・安全を求めているものでありま

すので、条例制定前にできた案件であっても、そこは覚書で交わしてることが守られて

ないということであれば、強く指導をしてまいりたいと、このように思って、いずれに

しましても、昨今、あちこちで小規模太陽光が設置されているというのが現状でありま

すけれども、近隣の方々の、住民の方々の安心・安全を守るためにしっかりと説明をし

ていただくということを強く事業者に対しては指導をしてまいりたいと思います。 
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  隣接のということも質問もいただきましたけども、隣接の自治会ということで、紀美

野町は自治会というのは、全部で６４の自治会、地区で一つの自治会を構成していると

ころもありますし、例えば、かしこ団地であれば、住所で言えば小畑、動木であります

けども、自治会とすれば、かしこ団地自治会ということで、６４の自治会がありますの

で、そういうことで御理解いただきたい。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    それでは、動木のことについては、条例に基づいて手続

の指導をされるんですか。これは、そうなってくると、一旦これは止まるということに

なるんですか。この辺についてはどうでしょう。 

  それから、福井について、今条例前のことについても、町は知らんということではな

しに、それに対応していただけるということでございますけれども、今言った福井集会

所周辺のものについては、これは条例制定後なんですよね、今初めて具体的に説明会を

持ったようなんですけれども、さきに言いましたように、これはもう集まった住民の皆

さん方の１回目は反対が強くて解散になったようなんですけども、２回目のときには、

今日は同意求めに来たんと違うんやと、あんたらに説明するだけやというふうな、そう

いう非常に強い態度で出てきたようであります。最終的に、これはもうよく分からなか

ったということなんでしょうけれど、住民の方々がもう仕方がないということで、同意

をしてしまったということなんですけれども、その辺のところについての指導はどうな

んですか。どうでしょう。 

○議長（伊都堅仁君）    住民課長、東浦君。 

○住民課長（東浦功三君）    美濃議員の御質問で２点あったと思います。 

  動木のほうなんですが、いろいろ住民への説明の説明不足であると、私もそれは認識

しております。ですので、事業者に対しては、先ほど申しましたとおり、町長も申しま

したが、杭の件であるとか、杭の件については、これは安全面に関わることでございま

すので、事業者は強度はあると言うておるんですが、それを書面でもって証明して、証

明できるのであれば、それを資料として作成し、住民の皆さんに理解を求める努力、説

明を必ず行うように指導をしております。 

  それから、福井の、新たに、これは条例に関わる件でございますが、事業計画のほう

は、受理はしております。ごめんなさい、事業計画ではなく事前協議は終了しておりま
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す。ですが、事業計画を届出するまでに住民の皆さんへの説明であるとか、いろんな説

明、理解を求める努力、これをやってから、いわゆる説明会であるとか、そういうのを

やってから、事業計画というのを届出してもらうのですが、まだその事業計画の届出ま

でに至っておりません。ですので、ちょっとそこの内情につきましては、私どもも把握

はできておりません。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    動木については、業者に対して住民の方々に納得しても

らえるかについて、指導を強めてもらえるということなので、置いときたいと思います。 

  あと、何にしても、これは地産地消って、よく言いますよね、エネルギーも。これ見

ても全体が分かるかというふうに思うんですが、皆、町外、県外の業者が入ってきて、

そしてこの事業をやってると。これが地産地消と思えるようなものではないことは明ら

かですよね。こういうふうなところであるだけに、これは十分に、もうけ中心の、そう

いうことで来られてるというふうに思うわけでございますけれども、その辺、指導をか

なり強くやっていただかなきゃならんというふうに思います。 

  そういうことで、もう一度、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（伊都堅仁君）    住民課長、東浦君。 

○住民課長（東浦功三君）    美濃議員の質問にお答えしたいと思います。 

  まず太陽光発電というのは、事業者にとりましては、利益を求める、そういった事業

であると思います。これはもう民間事業として、そうでございます。ですので、一方で

は、それが地域の皆さんの生活環境の障害になっているということも事実でございます

ので、この条例の趣旨はそういった脱炭素も今言われておりますが、こういった経済活

動も推進しながら、住民の皆さんの生活環境も守っていく、こういうことがこの条例の

趣旨でございます。ですので、利益を求める事業者の活動、これも止めることはできま

せんが、ですが、町にとりましては、住民の皆さんの生活環境の保全に重点を置いてお

りますので、それにつきましては、疑問なことがあったり、皆さんの生活に支障がある

ようであれば、こちらのほうから条例に基づいて事業者のほうに指導をしてまいりたい、

そのように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 
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○１１番（美濃良和君）    それでは、次に移りたいと思います。 

  今、課長さんはこの現在の紀美野町における離農という点の一番の問題は高齢化であ

り、後継者難だと、確かにそうだというふうに思います。そのことに誘発するような現

在のこの飼料、それから農薬、それから燃料も併せて高騰してるというふうな状況にあ

るかというふうに思うんですね。これに対して、今、いろいろ町としても町単独の補助

金を出してると、つくってるということでございます。それは大変ありがたいんですが、

今、こういうふうに突発的に相当大きな経営に影響するようなことが出てきてるという

ことで、実際、何かあったら、例えば、機械が壊れてしまって、買換えのときにやめる

とか、何らかの、そういうふうなことでやめられる方が多いわけでございますけれども、

そういうふうなことで、今大きな、こういう物価の高騰というふうなことの中で、対策

ということについてはどうでしょうか。 

  商業関係については、いろんなことについてあるかというふうに思うんですけれども、

その辺はどうでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    産業課長、吉見君。 

○産業課長（吉見將人君）    美濃議員の再質問にお答えさせていただきます。 

  農業に関しましては、もうすぐ受付が始まるかと思います。肥料屋、それからＪＡが

受付となるんですが、先ほども説明させていただきました肥料価格高騰対策事業という

ものがございます。そういった国の事業で受付が各肥料屋、ＪＡということになるんで

すが、そちらで、それなりの肥料価格ごとに対する支援がございます。 

  それからまた、燃料につきましては、以前から国のほうで最大３５円を減額するとい

う支援がずっと行われておりまして、それについても支援が入ってございます。 

  あと、町としまして、農薬の価格高騰につきましては、認定農業者のみになりますが、

その方々に対する支援も増額してございますので御理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    認定農家は何件ありますか。全農家の何割になるわけで

すか。 

○議長（伊都堅仁君）    産業課長、吉見君。 

○産業課長（吉見將人君）    美濃議員の再々質問にお答えさせていただきます。 

  認定農業者は、現在数字をちょっと持ってないんで分からないんですが、認定農業者
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の方で、農薬の申請をされた方が３２件、これは対前年度２４件から３２件に増えてお

りまして、農薬の価格高騰に対する支援が、うちの町に対する補助申請も増えてるよう

な状態でございます。申し訳ございませんが。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    そういうことで、認定農家の農業者で申請が３２件ある

ということで、増えてるということでございますけれども、問題は、認定農業者につい

ては、一定の資金の融資とか、いろんな制度が使えるわけですね。こういう方々が町に

とって中心になってもらえる方々であるので、頑張ってもらわなあかんのですけれども、

柿でも、ミカンでも、その他農産物について、認定農家以外の方々、辞めてしまえば、

圧倒的な農家というのが小さい農家であるかというふうに思うんですけれども、この

方々が辞めてしまうようなことになれば、紀美野町の農業というのは、相当大きなダメ

ージを受けるというふうに思うんですよ。そういうふうなことから考えても、ある程度

やっていただけてる、その認定農業者プラス、その周りにある零細農業というんですか、

そういう農家に対する支援というのが必要ではないかというふうに思うんですが、どう

でしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    産業課長、吉見君。 

○産業課長（吉見將人君）    美濃議員の再質問にお答えさせていただきます。 

  認定農業者につきましては、特に農業に対していろんな技術、これから進めていく、

新しい技術を取り込んでどんどん農業を進めていくという方でございまして、規模的に

は、そういった差はございません。 

  それで、農薬と一部の補助制度につきましては、認定農業者が認定という形にはなっ

ておりますが、町の様々な支援、農業支援事業には１５項目ございまして、そのうち、

メッシュ柵であったり、その他農機具の購入であったり、そういったものにつきまして

は、認定農業者以外の方にも対象としてございます。町として、そういった支援をずっ

と続けてございますので御理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    今申してるように、認定農業者というのは、この大事な

町の農業を担う中心的な方々であるというふうに思うんですが、そのほかの零細な農家

というものも、やっていただかなきゃならんというのは、これはもう認識していただい
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ていると思うんですけれども、そうなってまいりますと、やはりこの物価高騰による影

響というんですか、経営に大きな影響が出てきてると、それに対する支援というものは、

もう少し必要ではないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    産業課長、吉見君。 

○産業課長（吉見將人君）    美濃議員の再質問にお答えさせていただきます。 

  今、先ほどからお話しさせていただいているのは農薬の部分でございます。肥料等に

関しましては、認定農業者等は関係ございませんので、それの分につきましては、最大、

農薬が１００万円要りましたら、補助額としたら１４万４,０００円お金をいただける

という制度など、今後始まると思いますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    そうすると、零細業者も含めて、この１４％ですか、補

助が。そういうものが受けられると、そういうふうになっていくということで、これは

どこの事業ですか。 

○議長（伊都堅仁君）    産業課長、吉見君。 

○産業課長（吉見將人君）    これは国の事業でございまして、先日から、ちょっと

新聞に何度か載ったかと思うんですけども、燃料高騰に対する上昇分の約７割を負担す

るという事業がございます。それにつきましては、先日、今度かな、広報紙等で掲載さ

せていただくことになるんですが、大体農協の取り扱う部分について、補助が、補助申

請、それから交付されるような形となりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    今、私の質問で、国が１４％の補助金を制度化すると。

町としては、これについても追加する必要があるんではないかと、そのことについてど

うでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    産業課長、吉見君。 

○産業課長（吉見將人君）    美濃議員の再質問にお答えさせていただきます。 

  肥料高騰が、今後そういった、国のほうで調べた上で、上昇分の７割という大きな負

担を多分、国のほうで定めて交付する形となります。それ以上の部分について町が負担

するかどうかについては、今後研究させていただきたいと思いますので御理解いただき

たいと思います。 
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  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    では、次に移りたいと思います。 

  町の業務の外注ということで、今日は、先ほど答弁いただいた天文台、それから教育

関係の業務だけについて質問してるんじゃなくて、通告を見てのとおり、これから業務

外注されていくことについて、町にどのようにお金を落としていくんかということから、

そういうＩターンの方々に対して仕事を確保していくということ、もちろん町内の、現

在在住の方々の生活も大事でございますけれども、そこの観点から見て、今、外注とい

うことに対して見直していくと。仕事をどのように確保してもらうんか、できれば、さ

きにも申しましたように、そういうふうな方々を育成するというふうな観点から、でき

る限り町に入ってくるお金は町の中で使っていき、また町の中で循環させていくという

のが理想のパターンであるというふうに考えるわけでございますけれども、それについ

てはどうでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育次長、曲里君。 

○教育次長（曲里充司君）    美濃議員の御質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。 

  今回、委託ということで、受注機会の確保につながるように、地元の貢献なり、地元

の雇用を条件に各事業の委託を現在移行する、実施するような形で進めております。 

  先ほどの答弁にもありましたが、サービスの向上、業務の効率化ということで、目的

に行っております。現状、なかなか事業を実施するにしても、人員の確保が非常に困難

であるという、その現状の下に、民間の委託というのを選択肢の一つとして進めさせて

いただいているということでございます。 

  また、特定の事業者、企業を指定して育成していくというのも、なかなか町としては

難しいところがございますので、地元雇用という点で現在キーになる企業さんと絡んで

いただいて、ノウハウを蓄積するということも考えられますので、そこら辺の形で現在

は進めていきたいと考えております。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    すみません、この私が今言うてる教育関係４業務、天文

台について、これは例として挙げてるんですけれども、ちなみに、天文台のバンガロー

の業務について、どうであるんかということで、シルバー人材センターの関係者にもお
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伺いしたんですよ。そうすると、これについてのお話はなかったと。後から、決まって

からなんでしょうね、その決まった関係の方のほうから、シルバーのほうに働いてくれ

へんかという話が来たと。結局、当然、下の仕事ですから、誰かが取った後の、実際に

仕事してくれる方の話ですから、当然、安くて、またその遠いことから、その金額では

できないということで、お断りしたというふうな話を聞いたんですけれども、こういう

ふうに、本来は、シルバーがいいのか、あるいはＩターンの方々で来られてる方々が組

んで仕事をするとか、そういうふうなことについて、町としても考えていかなければ、

せっかく来てくれた人たちも、仕事ができなくなってくると。こういうふうに専門的な、

パソコンを使って、何を使ってというふうなことでなければ、できる限り町内に仕事を

やってもらうということが必要じゃないかというふうに思うんですね。もちろん、パソ

コンを使っての仕事もやってもらえればありがたいんですけれども、その辺はどうでし

ょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    町長、小川君。 

○町長（小川裕康君）    それでは、私から美濃議員の、特に雇用の関係とか、町民

に雇用の機会をどんどん与えていく、そういった観点の御質問でありましたので、私か

らお答えをさせていただきます。 

  議員言われるとおり、これは本当に大事なことであります。外注、外注っておっしゃ

られましたけど、要は外部委託ということで、町職員というのは、もう限られた人数の

中で、全てのことができることはありません。外部に委託してできることはどんどん外

部委託をしましょうねっていうことで、いろんなことを、先ほど言われたように、シル

バーへもお願いしてやってもらっていることもたくさんあります。この中で、例えば、

バスの運転でもそうです。委託してやっていただいている。そういうところは、たくさ

んあります。現在、人生１００年と言われている中で、若い方から高齢の方々まで、い

ろんな仕事をしていただきたい。そういう機会をどんどん町としたら皆さんに与えてい

きたいというのは、もうもともとの根本的な考えでありまして、そういうことで公募し

て、できたら町内の方でやっていただければありがたいけれども、公募した結果、町外

っていうのが、先ほどの教育委員会の一例でありましたけれども、原則的には町内の

方々に町がお願いするいうのが、外部事業をやっていただくいうのが一番いいんかなと

いうふうに思っております。 

  そういうことで、大前提は町民の方々に雇用の機会をどんどん与えていって、頑張っ
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ていただくというのは、もともとの大きな考えでありますので、その点、御理解いただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    外注を私はどんどんせえという、そういう意味ではない

んですよ。あくまでも、公務員を私は減らすということについては問題あるというふう

に思います。極端に公務員が減っていけば、またいろんな支障が出てくる、それも考え

られます。そこのところでは、非常に今の国の流れですね、デジタル田園都市化構想で

すか、そういうふうな流れとかが心配するわけでございますけれども、何せ、町内にお

いて仕事をどのように確保するんかと。町内にお金を落として、町内で循環させると、

これはもう基本なんですよね。そういうことであって、先ほどから聞いてるわけでござ

います。 

  町長さんの言われて、ちょっと気になったんですけども、業務を、公務員を減らすた

めのもんであってはならんというふうに思うんですよ。それと、もう一つは、さっきか

ら言うてるように、この教育関係であった４業務についても、その中にもシルバーの仕

事があったのを、もう離してもうたわけでしょう。そういうふうに、シルバーや、それ

から学童保育なんていうのは、町内でやってたのに、わざわざ外してしまうような、そ

んなことにはなってはならないし、あくまでも町内の方々にやっていただくと。それと

もう一つは、内容によっては、絶対公務員でなければできないものも、学童保育とか、

または支援員ですか、そんな業務もあるかというふうに思うんですけれども、だから公

務員は減らせというんじゃなくて、その最低は置かなきゃならない、その上でどうして

も外に業務を委託するならば、町内の方々、またＩターンで在住してくれてる方々に対

しては、指導もしていくと。業務を、そういうふうな仕事の、会社というんか、何とい

うんですか、そういうものを育成するような形のことも必要ではないかということなん

です。もう一度お願いいたします。 

○議長（伊都堅仁君）    町長、小川君。 

○町長（小川裕康君）    美濃議員の質問にお答えをいたします。 

  役場の職員を減らすとかっていうのは、もう現在考えてはおりません。現在、消防職

員を含めて約１８０名の職員がおりますが、これをさらに減らしていくとかっていうこ

とは現在考えておりません。しかしながら、いろんな業務、新しい業務がどんどん増え
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てきてるっていうのも事実でありまして、議員も今言われたように、例えば学童保育っ

ていうのも、十数年前にはなかった事業でもあります。学校教育の支援員というのも、

以前にはなかった、いろんな新しい業務がどんどん増えてきてるっていうのは、議員も

御承知していただいていると思っております。いろんな子育て、教育を充実していくた

めに、そういった新しい業務がどんどん増えてきている、それを全て役場の１８０人で

賄うことができないということで、やっぱり外部でお願いしてできることは外部委託で

っていうことで、それは会計年度任用職員というような形でありますけども、町正職員

以外の方でお願いしているといったものでありまして、今言われてるように、議員も例

えば学童について包括で委託したら、それまでの学童保育で仕事をしてくれていた人は

辞めることはないんです。引き続いてやってもらうわけです。ですから、今現在、学童

にしろ、支援員、公務員、そういった現在仕事をしている人については、これからも同

じ仕事をしていただくということになりますので、その点、まず御理解していただきた

いと思います。 

  それと、議員がおっしゃってくれたように、Ｉターンとか、移住定住で紀美野へ来ら

れた方々の仕事、それも十二分に考えて実際やっておりますし、例えば、紀美野で農業

したいと、そういった方も紀美野へたくさん来ていただいております。うまいこと、紀

美野の農家の方々とマッチング、つないで、一生懸命頑張ってくれている人もたくさん

いらっしゃいますので、この業務、この業務じゃなくて、いろんな、それぞれの思いの

業務で一生懸命仕事をしていただいて、紀美野で幸せに暮らしていただけるような取組

というのは、一生懸命やっておりますので、議員からいろいろ、こんな仕事がある、あ

んな仕事があるということも提案もいただければありがたい。町執行部と議員が一緒に

なって、そういった方々を支えていくということが大変大事なことでありますので、御

理解いただきながら、また御支援もいただきたいと、このように思いますので、よろし

くお願いします。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    １８０人の正職員は減らさないということでございまし

た。先ほどから、少し出てきた１６０人の非正規の方々ですね、会計年度の方々を中心

に。そういう方々については減らすわけですね。それと、待遇は変わらないというのは、

以前から何遍も聞いてるんですけれども、しかし、そうなってきたら、会社はどこから
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金を、自分らのもうけを取るんですか。町がその分をするならば、町のほうがお金を余

計に支出しなければならなくなると、そういうふうな問題も起こってくると思います。

そういうふうに考えても、そういうことで、町外にお金が出ていくということについて

は、この町にとっては大きな問題かというふうに思います。もう一度お聞きしたいと思

います。 

○議長（伊都堅仁君）    町長、小川君。 

○町長（小川裕康君）    ただいま質問いただいた包括外部委託した場合に、業者が

関係してくる、その業者のもうけというのはどの部分だということの質問だと思います

が、１６０人の会計年度任用職員の労務管理であるとか、毎月の給料の支払いであると

か、募集業務であるとか、そういった部分について民間へお願いしましょうね、業務に

ついては、あくまでも町の業務でありますので、町の職員は大きく関わるんですけども、

今申し上げたように、誰か交代要員が出たときには、募集で労務管理、毎月の給料支払

いとか、そういった部分は外部委託します。その部分が業者の収入になるというもので

ありますので、それを今までは町職員で全てやってたということで、もう残業、残業し

ながら、そういう労務管理をやってた部分を外部委託をしたいということで、教育が今

進めているのが、その内容でありますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    何にしても、今後、外部委託ということでおった場合に、

また働く人との間の問題も起こってくるということも心配するわけでございますけれど

も、そこの労働争議とまでいかんにしても、問題が起こらないように、それは町として

も十分に研究してもらいたいと思います。 

  何にしても、私の今回の質問は、町に入ってきたお金は町の中で落として、町の中で

循環させていくと、そういうふうな立場から今後検討してもらいたいと思います。 

  そういうことで、最後に一言お願いします。 

○議長（伊都堅仁君）    町長、小川君。 

○町長（小川裕康君）    美濃議員言われることは、もう重々、私たちもそのつもり

で進めていきたいと思います。慎重の上にも慎重を期して進めてまいりたいと、このよ

うに思っております。 

  以上です。 
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○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    次に、天文台の来訪者への安全対策についてお聞きした

いと思います。 

  先ほど、事前予約になったんで、そういう交通量も減ったし、問題が少なくなってき

てるというふうなことで答弁いただきました。 

  であるんですけれども、しかしそれでなくても、来られる方々というのは町外の方々、

特に町の方々というのは、非常に運転が、こういう我々のようなところに慣れてないん

ですよね。たまに出くわしたときにどうするんかという点でも、田舎の人間で、我々の

よく通ってる、そういう人たちというのは、お互いに、もうこの辺で止まって待とうか

とか、そういうふうなことがあうんの呼吸で分かるんですけれども、それが分からずに

突っ込んできたり、また大きな車で来られる方もございます。そういうふうなことで、

町としても、それなりに天文台という施設を持っている以上は、安全対策ということが

必要ではないかというふうに思うんですね。 

  以前の質問に、前の寺本町長は、取りあえず道路整備、必要なんだけれども、グレー

チングについてしていきたいと、こういうような答弁でありました。そのことについて

は、もう計画がなくなったわけですか。 

○議長（伊都堅仁君）    建設課長、米田君。 

○建設課長（米田和弘君）    美濃良和議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  道路の整備を行う場合につきましては、安全面というのを第一に考えていく必要があ

ろうかと思います。そういった部分で、あそこの進入路につきましては、縦断勾配のほ

うがちょっときつい場所でもございます。単にグレーチングを載せただけであったら、

逆に跳ねて危ないといったような、そういった事例もございます。交通量の変化等々を

十分把握しながら、状況を検証しまして、天文台施設管理者と協議をしつつ、適切な維

持改修を進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    そういうことで、検討していただくということでよろし

いんですね。 

  あと、支所については、これについても検討していただけるということなので、これ

は置きたいと思います。 
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  以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（伊都堅仁君）    以上をもって、美濃良和君の一般質問が終わりました。 

  しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時２４分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（伊都堅仁君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３９分） 

  続いて、１番、桐山尚己君の一般質問を許可します。 

（１番 桐山尚己君 登壇） 

○１番（桐山尚己君）    では、３点質問いたします。 

  まず、最初に紀美野町中学校開校を独自教育確立のチャンスに、についてであります。 

  当町では、令和７年４月１日をもって野上中学校と美里中学校が統合する形で、新た

に紀美野町立紀美野中学校が開校することが決まっています。 

  現在、中学校統合委員会の皆様をはじめとする関係各位に鋭意準備を進めていただい

ている状況と存じますが、紀美野中学校開校に向けて、どのような点に重きを置き、準

備を進めていただいているのかをお尋ねいたします。 

  さらには、現在の野上中学校、美里中学校、両校ともに独自のよき伝統や校風が学校

関係者、保護者、生徒、そして地域の皆様によって築き上げられてきたわけであります

が、それぞれを壊すことなく、発展的に新たな校風をどのようにしてつくり上げていく

のか、これについてもお尋ねいたします。 

  紀美野町に現存する二つの中学校を一つに統合するという、将来二度と来ないであろ

うこの機会を当町独自の教育確立のチャンスとすべきであるという観点から質問するも

のであります。 

  次に、オーガニック給食についてであります。 

  国民の健康がかつてないほど意識される昨今において、我々、とりわけ子供たちが

日々食べる食材への意識も急速に高まってきています。 

  多くの不自然な化学物質などが認可されている我が国において、本来であれば、肥料

も農薬も一切使わないような自然栽培の食材を給食に使用することが望ましいわけであ
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りますが、まずは、第一段階として、農薬と化学肥料を使わずに有機肥料のみで育てた

食材を使用したオーガニック給食を紀美野町の子供たちに提供するお考えはありません

か。 

  最後に、コロナ対策の失敗について質問いたします。 

  新型コロナウイルス感染症が国内で確認されて、既に約３年になります。世界中が全

く新たな感染症に対峙することを余儀なくされた３年間であったわけですが、各国政府

がそれぞれの状況に応じたコロナ対策を実施して現在に至っています。 

  しかしながら、これまで行ってきたコロナ対策の綻び、失敗と言っていいかと思いま

すが、これが徐々に表面化してきています。 

  何事においても、新しいことをやろうとすれば、失敗はつきものであります。しかし、

大切なことは、失敗を失敗と認めて、すぐに軌道修正することではないでしょうか。

「君子豹変す」であります。 

  コロナ対策の失敗例としては、発生当初の水際対策の遅れ、そして緊急事態宣言やま

ん延等防止措置の連発であります。これらには効果が認められなかったばかりか、様々

な経済活動、社会活動の制限や、自粛を余儀なくされ、国民生活や事業経営に甚大な影

響を及ぼしました。そして、現在もなお、その影響は続いています。 

  そして、コロナワクチン接種後のひどい副反応、後遺症、死亡事例は増加の一途をた

どっています。接種後に亡くなった方々の御遺族による遺族会が結成され、集団訴訟の

準備も進んでいます。ワクチン接種を何度も繰り返すことによる免疫低下が指摘され、

打ったことで逆に感染しやすくなってしまったという年代もデータで確認されています。 

  また、東日本大震災のあった２０１１年を超えて、戦後最多となった昨年の超過死亡

でありますが、今年はそれをさらに上回る勢いで増えています。医学的常識からも、コ

ロナワクチンによる影響が大きいと指摘されています。 

  そして、マスクの着用であります。コロナ禍で、いわゆる同調圧力によるマスクの実

質的強制状態が現在も続いております。マスクに感染予防効果があることが科学的に立

証されていない。逆に言うと、マスクに感染予防効果はほぼないことが科学的に立証さ

れているにもかかわらず、国民がこぞって３年間もマスクを着用し続けた結果、特に、

子供たちへの影響が表面化してきました。もう恥ずかしくてマスクを外せない、外した

くないという子供たちや、若い世代、特に女性が相当数いると言われております。こう

したマスク依存症は、もともとは存在しなかった問題であります。 
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  国は、こうしたコロナ対策の負の側面、失敗を認めた上で早急に是正するとともに、

失敗に対する対応策を講じるべきではないでしょうか。基本的には、国の対策・方針に

従う地方自治体として、当局の見解を問うものであります。 

（１番 桐山尚己君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    それでは、桐山尚己君の一般質問に対する当局の答弁を求

めます。 

○議長（伊都堅仁君）    教育次長、曲里君。 

（教育次長 曲里充司君 登壇） 

○教育次長（曲里充司君）    桐山議員の「紀美野中学校開校を独自教育確立のチャ

ンスに」、「オーガニック（有機）給食について」お答えさせていただきます。 

  まず、「紀美野中学校開校を独自教育確立のチャンスに」についてお答えさせていた

だきます。 

  現在、令和７年４月１日の紀美野中学校開校に向けて、準備を進めているところでご

ざいます。令和４年１０月２１日には、紀美野町立中学校統合準備委員会を開催いたし

ました。今後分野ごとに四つの部会を設け、原案を作成・検討を進めてまいります。こ

れからは準備委員会が中心となりますが、みんなが関わり、みんなでつくり上げる学校

を目指してまいります。 

  その第 1弾として、新中学校の校歌に入れたい言葉を広く町民の方から募集したとこ

ろでございます。統合を機に、紀美野中学校では美里中学校の教育のよさ、野上中学校

の教育のよさをそれぞれ受け継ぎ、よりよい学校教育を発展的に創造していきたいと考

えております。 

  未来の紀美野町を担う中学生が、ふるさと紀美野町に愛着を持った大人に成長できる

ように、地域の素材を発掘・活用し、ふるさと教育の充実を図るとともに、これからの

時代を見据えた英語教育やＩＣＴ教育のさらなる充実に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  以上、「紀美野中学校開校を独自教育確立のチャンスに」の答弁とさせていただきま

す。 

  続きまして、桐山議員の「オーガニック（有機）給食について」お答えさせていただ

きます。 

  オーガニック給食の導入については、幾つかの課題や問題点があると考えております。
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学校給食で使用する食材は、栄養が偏らないように多くの種類と、一定の量が必要とな

ってきます。毎食、給食に必要な量のオーガニック食材を安定して調達することは容易

ではありません。オーガニック食材を扱う生産者や納入業者の新規開拓も必要となりま

す。また、オーガニック食材は一般的な食材よりも調理行程が増えることが考えられま

す。虫などの異物の混入や土の付着など、それらを取り除くための洗浄作業などの下処

理に時間を要することから、調理時間も長くなることも考えられます。 

  そのため、調理員の配置人員の問題や、調理時間が長くなることによる衛生上の問題

も発生し、安全性確保の観点からも課題が残ります。現在、学校給食では地産地消の推

進の観点から、和歌山県学校給食会が選定した県内産品や、当町の生石加工グループの

手作りこんにゃく、みそ、柚ぽん酢、精米については県内産米を採用するなど、安全・

安心な食材の調達に努めているところです。現在の給食の現状から、議員御提案のオー

ガニック給食の導入は難しいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（教育次長 曲里充司君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    それでは、私のほうから桐山議員の御質問「コロ

ナ対策の失敗について」お答えします。 

  今年１１月に入り、新型コロナウイルスの感染者数が再び増加し、第８波が始まった

とされています。現在、日本で主流となっているオミクロン株については、若者の重症

化リスクは低く、大部分の人は感染しても軽症ですが、高齢者や基礎疾患のある方は、

重症化リスクは高く、若い方でもコロナ感染による後遺症も少なからずあると言われて

います。 

  現在、町内でも医療機関や集団接種で、４回目、５回目のワクチン接種を進めており、

これらの対応により、感染予防や発症予防、重症化は抑制につながっていると考えてお

ります。 

  厚生労働省の専門家会合では、１２歳以上の人には、年内にオミクロン株対応のワク

チン接種を完了すること、そして乳幼児や小学校の年代の子供たちにも接種をすること

を呼びかけています。また、年末年始にかけ、新型コロナウイルスの感染者数はさらに

増え、季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されているところでございます。感染
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拡大を食い止めるため、国は国民に対して、従来からの基本的な感染防止対策の徹底に

加え、オミクロン株対応ワクチン接種をまだ終えていない方で、接種を希望する方は早

期に接種を受けること、場面に応じた適切なマスクの着脱を行うこと、家庭内において

も室内を定期的に換気するとともに小まめに手洗いを行うことを行っていただきたいと

考えております。 

  なお、ワクチンの繰り返し接種によって、免疫の低下、免疫の機能全体がおかしくな

るといった可能性があるという証拠はなく、また、国では定期的に専門家による評価が

行われ、ワクチンの安全性の確認が行われているところです。 

  町としましても、国や県の情報に注視しながら、引き続きワクチン接種の実施、基本

的な感染対策の呼びかけを行うとともに、住民の相談にきめ細かに対応してまいります

ので、御理解賜りますようよろしくお願いします。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    以上で１回目の答弁が終わりました。 

  これより、２回目以降の質問は、自席で起立して、通告項目に従い質問、答弁をして

ください。 

  １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    では、まず最初に紀美野中学校開校を独自教育確立のチャ

ンスについて、再度質問いたします。 

  有田市では、令和６年４月に市内の４中学校が合併し、新たに有和中学校が開校する

に当たり、新校舎を世界的な建築家、隈 研吾さん、この方は国立競技場のデザイン、

設計を担当された方でありますが、隈 研吾さんにデザインをお願いされました。これ

は、ハード面での大きな魅力と言え、日本各地から注目が集まっております。 

  一方で、紀美野中学校は、現存の野上中学校校舎を活用して、新たなスタートを切る

ことになります。したがって、紀美野中学校はソフト面での魅力をいかに磨き上げてい

くかということになろうかと思います。それは、取りも直さず、生徒、教職員、保護者、

町民が一体となってつくり上げていく校風、そして伝統にほかなりません。 

  本年６月２２日に行われた保護者説明会では、子供の笑顔があふれ、子育てに喜びを

実感できるよう、家庭、地域、学校、行政、みんなが手を携え、地域全体で子育てを支

える町を目指してまいりますと、町長が発言されておりました。 

  保護者の皆さんからも、希望、要望、提案や、不安なども含め、様々な意見が出され
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たようであります。こうした率直な意見は、新設中学校の校風や伝統を築いていく上で

大きなヒントになろうかと思います。 

  ぜひとも、こうした意見交換による意見、アイデアの吸い上げを今後も重ねていただ

きたいというふうに思います。 

  先ほどの御答弁で、みんなが関わり、みんなでつくり上げるというお話がございまし

た。今、私が触れたものと完全に一致するわけであります。このみんなでつくり上げる

ということは、かなり私は丁寧な進め方をしていかないと難しいんではないかというふ

うに感じております。 

  今後は、準備委員会のほうが中心になって進めていかれるということでありますが、

準備委員会だけでなく、定期的に関係各位、保護者の方、地域の方も含め、より幅広く、

その時点での様々な意見や御提案、そういったものを吸収してやっていくべきではない

かと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育次長、曲里君。 

○教育次長（曲里充司君）    桐山議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

  先ほどの答弁の中でもありましたが、統合を進めるに当たって、準備委員会のほうで

は４部会のほうを設けさせていただいてます。それぞれについて、統合に向けた準備を

進めていくんですが、例えば、児童・生徒の意見をお伺いするなり、保護者の方、もし

くは地域の方に御意見をお伺いする機会があります。例えば、先ほど申し上げた校歌に

つきましても、回覧等で皆様方にお知らせをさせていただいて、現在その校歌に入れた

いという言葉を収集していることでございますので、できるだけ統合に向けて、皆さん

と関係を持ちながら、いろんなことについて御意見を伺いながら進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    先ほど申し上げた保護者説明会の中で、主に旧美里地区の

保護者の方から、やはり美里地区の保護者の学校への関わり方と、野上地区の保護者の

学校への関わり方というのは違う部分があるように思うと。それは当然ですね。そこの

部分に関して、不安を持っていらっしゃるというような御意見がございました。 

  特に、校舎を野上中学校、現存の野上中学校を使用することによって、野上中学校の

皆さんは美里中学校の人が来てくれるんだなと、歓迎するよというような感覚になろう
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かと思います。ただ、逆に美里中学校の皆さんは、全く新たなところに入れてもらうと、

人数的にもばらつき、違いがありますから、特にそういうふうな感覚を持たれると。そ

れが不安につながってきているものというふうに私は理解しておるんですが、そういっ

た不安の解消ということは、やはりより丁寧なコミュニケーションを図るしかないんで

はないかというふうに思いますが、その点については、いかがでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    今の桐山議員の再質問にお答えします。 

  美里地区の方の関わり方と野上地区での保護者の関わり方が少し違って、美里地区の

方が不安に思ってるんじゃないかということが一つ、その不安の解消をどうするかとい

うことだったと思います。 

  令和７年４月１日に向かって、今、次長のほうから話させてもらったように、準備委

員会４部会立ち上げまして、ずっと計画的にいろんなことについて協議をしていくとい

うことになっております。その協議をする中で、いろんな検討事項とか、あるいは決定

事項とかということについては、全て情報発信をして、そしていろんな保護者はもちろ

ん地域の方にも見ていただこうと。その中で、様々な意見を聞かせてもらうという考え

方が一つあります。 

  それから、野上中学校の方々は、美里中学校の人ら来てよと、行かせてもらうと、そ

ういう感覚ではないかという話もありましたが、そういうことにならないように、当然、

話合いをしていって、そして交流も実際に、今、今年は小学校高学年で２回ずつ交流を

してますし、中学生も交流をやっています。そういった中で、お互いが仲間であるとい

うような感覚を持ちながら、紀美野中学校に進学していくということを今考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    ただいま教育長、交流をどんどんやっていただけるという

お話でありましたが、当然のことながら、児童・生徒の交流というのは、できるだけ頻

繁に、ただ単に交流を持つということではなくて、一緒になることを前提にした交流と

いう形でやっていただく必要があると思いますし、児童・生徒のみならず、保護者の方

も含めた交流というところもまた必要になってくるんではないかと思うわけであります

が、その点については、いかがでしょうか。 
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○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    桐山議員の再質問にお答えします。 

  おっしゃるとおりで、例えば、先ほど校風とか伝統とかいうお話もありましたが、校

風とか伝統というのは、その学校の長い歴史の中で学校教育が営まれる中でつくり上げ

られたものであります。 

  その二つの学校が一緒になるということになりますと、当然、両方のいいところとい

うのは残していきたいというふうに思いますが、そういった中で、例えば、今の生徒同

士の交流はもちろんそうですけども、生徒会同士の交流もやっていきたいというふうに

思います。生徒が新しい学校をどうしていきたいかという話合いも、その協議の中に入

れていきますし、当然、保護者、ＰＴＡの方々についても、新しい学校でＰＴＡをどう

運営していくんかというふうな話も、その部会の中に協議題として入れております。 

  実際、もう美里中学校区と野上中学校区の学校運営協議会というのがあるんですけど

も、先日、その合同の学校運営協議会を開催したということも聞いています。 

  そういった取組、もちろん教職員もそうなんですけども、そういった取組を通しなが

ら、令和７年４月に向かって進んでいきたいというふうに考えていますので、御理解を

よろしくお願いします。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    ちょっと、観点を変えて御質問しますが、野上中学校のよ

さ、美里中学校のよさ、それぞれのよさというのは、どのように捉えていらっしゃいま

すか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    桐山議員の再質問にお答えします。 

  よさっていうことについては、例えば校風とか、あるいは伝統の独自なものというふ

うに捉えたほうがいいのではないかというふうに思います。その独自な取組、長い歴史

の中で培われた独自の取組をどういうふうにして生かしていくかということについては、

先ほど話させてもらった生徒会の、お互いの話合いであるとか、あるいはＰＴＡの話合

いであるとか、あるいは教職員の話合いを通して、一つの紀美野中学校へ受け継いでい

くと、そういうふうに考えていきたいなというふうに思っていますので、御理解のほど、

よろしくお願いします。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 
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○１番（桐山尚己君）    保護者の方々の御意見の中に、全国的にもほかにないよう

な特色を持たせてほしい、紀美野町で教育を受けさせたい希望者、移住者を引っ張って

きてほしい、こういうものがありました。まさにそのとおりで、近年、独自の教育を打

ち出す自治体が移住者の求心力を強めているようであります。例えば、広島県福山市は、

イエナ認定の公立学校を開校し、募集前から引っ越ししてでも通わせたいとする保護者

からの問合せが全国から殺到したそうです。こうした、この統合新設中学校の開校とい

う機会を捉えて、紀美野町独自の教育ということで、他地域、他県から移住者が来ても

らえるような、独特の教育というようなものを模索していくチャンスではと思うんです

が、そういった点については、いかがでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    桐山議員の再質問にお答えします。 

  今のような、例えば全国的な特色ある教育を実践して全国から呼び寄せるというお話

でしたが、高等学校なんかは、そういうことをやっているところが多いと思いますし、

私学なんかも、そういう形で、独特の、独自の教育課程を組んでやっているというとこ

ろも多いと思うんですが、紀美野中学校については、地元の子供たちの教育に焦点を当

てまして、地についた教育というのを今のところ考えてます。その中で、どんな特色を

生かしていくかということについては、今後また考えていきたいというふうに思ってま

すので、御理解よろしくお願いします。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    文部科学省が推し進めておられる生きる力を育む教育とい

うものを今後どんどん進めていきたいというお話が以前あったかと存じます。そういっ

た点に着目し、その点を深掘りすることで、地元に根差した教育というものの確立につ

なげていけるんではないかというふうに思いますが、この点については、いかがでしょ

うか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    桐山議員の再質問にお答えします。 

  おっしゃるように、生きる力を育む教育というのは、今後の新しい時代における子供

たちの力を育成するということで、非常に大事であるというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 
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○１番（桐山尚己君）    では、オーガニック給食について再質問いたします。 

  去る１０月２６日に東京都中野区で全国オーガニック給食フォーラムが開催され、私

もネット経由で参加いたしました。 

  当日は、会場で約１,０００名、サテライト会場で約９００名、オンラインで約１,８

００名、合計３,７００名が参加されました。これほどまでに、全国的にオーガニック

給食が注目されているということであります。 

  参加者には、様々な自治体の首長もおられ、実はお隣、紀の川市の岸本市長もその中

のお一人でした。紀美野町では、中田の棚田で自然栽培米の取組も始まっております。

こうした取組ともぜひ連携を図っていただき、紀美野町の子供たちに安心・安全な食材

で作った給食を提供してほしいというふうに考えるわけであります。 

  量の確保が難しいというのも、もちろんあろうかと思います。ただ、全ての食材を有

機食材でということにこだわらず、最初はごく一部でもいいので、そういったものを使

っていくと、こういう取組もできようかと思います。 

  有機栽培を国として進めていこうと、広げていこうという、いわゆる国策というのも

ございますから、それに沿った形であることは間違いないわけです。 

  千葉県のいすみ市などは、有機食材を提供する農家さんに対して一定の補助金を出し

て、そういった農家さんを育成するというような取組もされているようです。それによ

って、その食材を地元の児童・生徒に提供していくと。これは、ただ単に有機食材の給

食を提供するというだけではなくて、児童・生徒に対する食育の一環でもあるというふ

うに考えます。そういった観点からしても、最初は無理をせず、ごく一部からでもいい

ので、まずは手をつけてみるという形で可能ではないかというふうに私は思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育次長、曲里君。 

○教育次長（曲里充司君）    桐山議員の御提案について、先ほどの一部答弁とは重

なってくるんですが、どうしてもオーガニックになりますと、規格についても差も出て

きますし、収穫する量についても、給食としての提供については課題になるところが

往々にしてあると思いますので、ちょっと、現状のところでは導入ということは、ちょ

っと難しいのかなという感覚ではありますが、全体的な流れとして、もちろんオーガニ

ックというのは世界的な流れにはあるとは認識しておりますので、今後、ほかの自治体

であるとか、国・県の動き等も参考にしながら、研究はしてまいりたいなとは考えてお
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ります。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    先月、学校開放月間ということで、町内の小・中学校５校

を参観させていただきました。その中で、生徒たちは、中学校で食品添加物について学

んでいるところを拝見しました。この日本の食品添加物の数というのは断トツで、桁違

いに断トツで世界一であります。こういった、実は我々は不自然なものを体に入れてる

んだよということを教育の場でお子さんたちにしっかりと認識していただいているわけ

ですから、そういった教育とも連動させていただいて、子供たちへの食育の一環として

オーガニック給食の提供を位置づけていただき、将来的にそういったことが実現できる

ように研究をしていただきたいなというふうに思います。 

  では、次に移ります。 

  コロナ対策の失敗についてであります。 

  先ほど、保健福祉課長から内容的には現在のコロナ対策というのは、全く問題がない

という前提でのお答えを頂戴したというふうに理解いたしました。 

  つい最新の情報では、コロナワクチン接種後に亡くなったというふうに報告が上がっ

てきた数というのは１,９０９名というような数字であったかと思いますが、この数字

というのは、実は氷山の一角で、報告が上がってきていないものというのがかなりの数

あるというふうに専門家からも指摘を受けております。 

  さらに、報告が上がってきても、国が結局、因果関係を一切認めてくれないと。そう

いうことで非常に悲しい思い、悔しい思いをされてる御遺族の方々が多くいらっしゃる

わけです。 

  例えば、大阪で飲食業を営まれていた御夫婦ですね、国から自分がかからないように、

他人にもうつさないように、打て、打て、打てと言われたと。心臓病を抱えていた夫は

優先的に打てと言われ、喜んで打った。助かると思って、国を信用して打った。その翌

日、体中に発疹が出て亡くなっていたと。解剖医からは、正直言って、あんた、これワ

クチンは関係ない、ただの心臓疾患やと言われたと。接種券にサインしたあんたが悪い

と言われたと。納得がいかないので、再度解剖してくれと頼んだところ、解剖医から解

剖したらお金かかるでと、あんた１人でこれだけ払えるかと。裁判したって負けるでと、

国相手やからと。笑いながら言われたと。こんなとんでもないことが現実に起こってる



－３８－ 

わけです。 

  これを主要なマスコミは一切取り上げない。だから、皆さん御存じないんだと思いま

す。もし、自分の家族に同じことが起こったら、どうですか。実際に、ワクチン接種後

に亡くなって、報告が上がってるだけでも１,９００名以上の方がいらっしゃいます。 

  もう一つ御紹介します。これは、先月、全国有志医師の会が緊急記者会見ということ

でされたときのワクチン接種で亡くなった方の御遺族をボランティアでサポートされて

いるナカムラクリニックの中村医師の御発言です。そのままです。 

  厚労省発表の人口動態速報によると、今年８月の超過死亡は１万８,０００人です。

例年の同じ月よりも１万８,０００人多く亡くなっているということです。今年１月か

ら累積超過死亡は７万１,０００人、去年よりもこれだけ多くの人が亡くなっていると

いうことです。極めて異常な事態です。明らかに事件です。新聞の１面トップになって

もおかしくない衝撃的な事実です。 

  しかし、マスコミの皆さんはほとんど報道しません。なぜ、こんなに死亡が多いのか。

はっきり断言しますけど、ワクチンです。接種の進み具合と超過死亡との間に極めて明

確な相関が見て取れます。既に、ワクチン接種後に１,９００名以上の死亡報告が上が

っています。当然、氷山の一角です。ワクチンとの因果関係を疑われないまま、あるい

は疑われたとしても、医者が報告を上げない。そういう死亡者が多数いることも、もう

明らかです。接種から５分後に亡くなっても、因果関係不明となってしまう。一つの県

で接種後死亡として１０５人もいる。そういうことが明らかになっても、それでも因果

関係不明となってしまう。 

  子供たちも死んでます。１１歳男児、やっぱり因果関係は不明です。１６歳男児、１

３歳男児、１３歳女児、１１歳女児、１５歳男児、既に多くの子供が本当に亡くなって

います。なぜ、接種中止にならないんでしょうか。 

  中止になるどころか、いまだに接種が推奨されているって、どういうことなんでしょ

うか。 

  僕が言いたいことはシンプルです。ここにおられるマスコミの方、今、現在進行形で

起こっていることを報道してください。多くの子供たちが亡くなっているんだというこ

とを。また、死亡まで至らずとも、重度の後遺症を負って、日常生活を送れなくなった、

そういう子供たちがいるということを報道してください。事実をそのまま伝えてくださ

い。 
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  このワクチンの何たるかを知れば、こんなものを子供に打たせてはいけない。接種は

即時中止と、そうなるはずです。正しい報道をお願いします。 

  このように訴えておられます。こういう情報が全く伝わってこない。これが一番の問

題だというふうに私は考えます。 

  もう一つだけ紹介します。 

  これは、ワクチン接種で被害を受けられてる方のための超党派議員連盟という国会議

員の議員連盟があるんですけれども、そこの厚生労働省の職員との会議で、福島京都大

学名誉教授がこのような発言をされています。 

  ワクチン接種後に神経器官系と心臓の障害で半分ぐらい亡くなっている、死因の中で。

あなた方はよく分かっているでしょう。馬鹿みたいなことやって、無能な学者をそろえ

て、御用学者とも、もう言えない。曲学阿世と。科学と医学とを徹底的に無視する、こ

んなことはあってはならない。科学技術立国でしょう。科学と医学を無視して。何だ、

医療を崩壊させて、めちゃくちゃじゃないの。このワクチン打って血圧上がった人は、

みんなワクチンのせいですよ。このワクチンで死んだ人はほぼ２,０００人だが、この

数倍は死んでると思う。ほとんどが泣き寝入りしているんだから。たまたま司法解剖し

て分かった人について、これ、意見書出してもほったらかしじゃないの。何やってんだ

ってことだ。隠蔽したくてしようがないんですよ、この事実を。かつての薬害がそうだ

った。薬害エイズですね。何としても、この薬害を根絶しないといけない。この国は薬

害からレッスン、教訓ですね、を受けて、もう二度と薬害ができない国になっているは

ずなんだ。だけど、それを強引に無視して、何兆円も使って、このワクチンを輸入して、

国民を洗脳して、だからちっとも収まらないじゃないかと、感染がですよ。感染は、全

く収まっておりません。 

  最初に、ワクチンを２回打ったら集団免疫ができて、感染は収まるっていうふうに言

われてましたよね。でも、ワクチンを２回、３回、４回、５回打っても収まるどころか、

どんどん感染が広がっている、そういう状況にあるわけです。 

  世界一と言っていいほどマスク着用率が高い日本で、感染を抑えるどころか、どんど

ん広がってるわけです。もうこのワクチンを打つのは、ほとんどやってないような国も

あります。そういった国はもう収まってるんですよ、感染は。 

  だから、みんなマスクも取って、皆さんよく御存じだと思いますけど、今のワールド

カップでも、マスクを取って観客は大騒ぎしてるわけです。マスクやワクチンで感染を
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防げるんではなくて、その逆じゃないかというふうに思うのが自然の考え方じゃないん

でしょうか。 

  これは、ただ単に私の私見を言ってるわけじゃないんですよ。専門家が、このワクチ

ンは打てば打つほど感染は広がるものだと。感染しやすくなるんだと。中和抗体はでき

るけれども、その中和抗体っていうのは、だんだん、すぐ効かなくなってきて、中和抗

体と一緒に産生される感染増強抗体だけは残っていって、より感染しやすくなる。打て

ば打つほど、より感染しやすくなる。こういうふうに言われています。 

  この現状っていうのを本当に我々、しっかりと見詰め直さないと、いつまでたっても

この騒ぎは収まらないんじゃないかというふうに私は思います。 

  こういったコロナに関して、コロナワクチンの危険性に関して、実は行政の側から情

報発信をされているトップがいらっしゃいます。大阪の泉大津市の南出市長であります。 

  南出市長は、ワクチン反対って言ってるわけではないですよ。慎重に進めてください

と、こうこうこういうデータが出てきてますと。このデータを見る限り、例えば、小さ

なお子さんにワクチンを打たせるっていう、そういうことに本当になるのかどうか、保

護者の皆さん、よく考えてください。こういったことを議会の場で発信されてるんです

よ。でも、なぜか、そういう議会での議員と市長とのやり取りがユーチューブ上に上げ

られたら、それが削除されたと。何で削除されるんですか。そんな正式な場で行ってい

る議論が。これもまた非常におかしなわけですよね。 

  皆さん、ぜひこの南出市長のＳＮＳですとか、もしくは泉大津市のホームページです

とか、そういったところをのぞいてみてください。いろんな発信をされてます。いろん

なことが勉強できます。我々しっかりと、テレビや新聞では出てこない情報というのを

集めていかないと本当に大変なことになるんじゃないかというふうに、私は危惧してお

ります。 

  しかも、先ほど保健福祉課長おっしゃったように、もう既に乳幼児、赤ん坊にも接種

が始まってるわけですね。こんな治験も終わってない、中長期の安全確認もできてない

ものを赤ん坊に本当に打たせていいのかと。 

  にもかかわらず政府の公式に出した毎日こども新聞か何かに載ってた政府の広報があ

りますけれども、小さなお子さんに対して、副反応があっても、それは二、三日で収ま

るから安心してくださいというようなことが書いてあるわけです。 

  これ、本当にいいんですか。そんなこと言ってしまって。あたかも、これは安全なも
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のであると、そんなに心配しなくてもいいよと。そういう対象のものだというふうに私

は思うんですが、再度、保健福祉課長、いかがですか。 

○議長（伊都堅仁君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時３３分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（伊都堅仁君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３４分） 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    それでは、桐山議員の御質問にお答えします。 

  コロナワクチン接種後に因果関係は、ちょっと不明な部分があるんですが、まず多く

の方が亡くなられたこと、そしてまた後遺症で悩まれる方については、一刻も早く回復

していただきたいと願っております。 

  ワクチン接種については、私の１回目の答弁でも言わせてもらったんですけれども、

情報提供をさせていただいて、接種を希望する方については接種していただくよう、皆

さんにお伝えしているところでございます。 

  安全性については、なかなか町のほうで判断というのは難しいところがありますので、

先ほども言わせてもらったんですが、国では定期的に専門家による評価が行われている

ところでございますので、免疫低下ということも含めて、懸案事項については、そのあ

たりきっちり、副反応の状況を見ながら確認作業をしていただいていると考えておりま

すので、そのあたりの情報が新たに出てきましたら、町としても早急に対応していきた

いと考えておりますので、御理解賜りますよう、よろしくお願いします。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    では最後、マスクについて答弁がなかったようですので、

マスクの取扱いについて御答弁を願います。 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    マスクについては、場面に応じて適切につけても

らうっていうところが基本になります。外である一定の距離が保てる場合はマスクを外

してもらう、そういう習慣づけをしていただいて、マスクをつけるのが常であるという
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ことではなくって、必要に応じてマスクを着脱していただきたいと思いますので、その

あたりについて、７月ぐらいに場面に応じたマスク着脱のチラシを過去にも配布させて

いただいたんですが、そのあたり、再度周知してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    学校現場のマスク着脱について、私は非常に心配しており

ます。マスクを外したいお子さん、このままつけていたいお子さん、両方いらっしゃる

と思いますが、現時点でどのような対応をされているんでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    ただいまの桐山議員の御質問にお答えします。 

  マスクの着用については、昨日、新しい県教育委員会からの通知がありまして、ほと

んど変わっていないわけですけども、一つは、体育の授業や運動部活動の活動中、ある

いは登下校の際にはマスクを外すように指導すると。指導していますが、つけている子

ももちろんおります。 

  それから、マスクを外す際には、できるだけ距離を空ける、２メートル以上という距

離を空ける。近距離での会話は控えなさいと、マスク外しているときは。活動の場面に

応じた工夫を検討するなど、めり張りのある着用を促すということで、学校現場におい

ては、それぞれの活動において、活動の中身を見ながら、判断しながら指導していると

いうことです。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    前回の一般質問で、名古屋市長の御発言を御紹介しました。

教育委員会と相談して、できるだけ児童・生徒にマスクを外してもらえるようにしてい

きたいということで、実際に名古屋の学校では黙食をやめて、児童は会話をしながら給

食を食べるということが実現されております。ほかの自治体でもそういうところがござ

います。 

  これに関して、紀美野町では本当にできないのか、このあたりについて再度伺います。

いかがでしょうか。 

○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    桐山議員の再質問にお答えします。 

  給食のときは、スクール形式で、今向かい合わせにならずに黙食をしているわけです。
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再度、やっぱりこの昨日の通知でもあるんですけども、同じように、机は向かい合わせ

にしないということで、距離を離すということがやっぱり言われています。我々は、そ

ういった指導に従いながら、感染予防に努め、できるだけ感染を拡大させないというこ

とで、今後とも指導していきたいというふうに考えてますので御理解ください。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    新型コロナがもう既に、ほぼ季節性インフルエンザと同じ

程度の脅威になっているという現状であります。そんな中で、依然、感染させないよう

に、感染しないように、そればかり追求していてはおかしなことになると思います。 

  最後に、この本を御紹介いたします。「マスク社会が危ない」という京都大学の専門

家の出された本であります。これは非常に大きな示唆を与えてくれる本であります。こ

のまま児童・生徒、子供たちがマスクをし続けていたら、とんでもないことになりかね

ないと。子供の健全な発育にとって、マスクを外し、お互いが触れ合い、やっていくと

いうことが極めて大事だということが紹介されておりますので、ぜひお読みください。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（伊都堅仁君）    以上をもって桐山尚己君の一般質問が終わりました。 

  しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時４１分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（伊都堅仁君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時１４分） 

○議長（伊都堅仁君）    続いて、６番、田代哲郎君の一般質問を許可します。 

（６番 田代哲郎君 登壇） 

○６番（田代哲郎君）    議長の許しを得て一般質問を行います。 

  化学物質過敏症患者が抱える困難と現状・課題についてというテーマで質問させてい

ただきます。 

  近年は、化学物質過敏症、多種類化学物質過敏症、電磁波過敏症、香害などを耳にす

るようになりました。今回は、それらを含め、化学物質過敏症として質問を行います。 

  化学物質過敏症は、通常であれば、ほとんど問題にならない程度の微量の化学物質に
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反応して、頭痛、目まい、吐き気、せき、息苦しさ、筋肉痛、不安感、焦燥感、集中力

低下、新しい経験を受け入れ、それを覚え込む記銘力低下などの症状が起こります。 

  最初は何かの原因物質、例えば、ホルムアルデヒドなどに大量に暴露することなどが

きっかけで、その後は少量でも反応したり、反応する物質が増えていったりします。 

  患者は１００万人以上、予備軍も入れると１,０００万人以上とも言われます。アメ

リカのアレルギー専門医だったセロン・Ｇ・ランドルフ医師が、ある医師の妻が爪のマ

ニキュアで目が腫れてかゆくなったとか、ミシガン州からシカゴに戻ると、車の排ガス

や工場の煙で気分が悪くなる。あるいは、ホテルの部屋も２３階だと気分がよくなるが、

２０階以下だと気分が悪くなるといった事例を報告したのが世界で最初の化学物質過敏

症の記録と考えられています。 

  我が党の高橋千鶴子衆議院議員は、化学物質過敏症問題について質問を行い、各都道

府県に１か所は専門外来をと求めました。この指摘は大変当事者から歓迎されています

が、それほど専門医が少なく、医療にたどり着けない人が多いことを示していると考え

られます。 

  日本では、１９９７年３月に北里大学の石川 哲名誉教授が化学物質過敏症の診断基

準を公表しました。厚生労働省も同年の８月に厚生省長期慢性疾患総合研究事業アレル

ギー研究班がパンフレット「化学物質過敏症～思いのほか身近な環境問題」を出してい

ます。 

  そこでは、家の周りだけでも多くの原因物質があるということで、建材、洗浄剤、漂

白剤、芳香剤、食品添加物、シロアリ駆除剤、除草剤などを上げています。そして、原

因物質の究明において先入観を持つことはよくありませんが、これらを参考に問診を通

じて患者さんから疑わしい物質を聞き出す必要がありますと解説しています。 

  しかし、四半世紀もたっていながら、国や厚労省は病態や発症メカニズムなど、未解

明な部分が多くと、いまだに同じ答弁を繰り返すのみです。具体的な対策や、原因物質

の規制が進まないのは、別の政治的要因が疑われるとする専門家もあります。 

  前述したように、化学物質過敏症の患者は１００万人以上、予備軍も入れると１,０

００万人以上と言われます。これも前述した厚生省長期慢性疾患総合研究事業アレルギ

ー研究班のパンフレット「化学物質過敏症～思いのほか身近な環境問題」で指摘してい

るように、家の周りだけでも多くの原因物質があります。この紀美野町に在住する化学

物質過敏症と思われる患者の大まかな傾向について、毎週実施している保健師による健
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康相談などを通じて把握に努める考えはないか、お伺いします。 

  以上です。 

（６番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    それでは、田代哲郎君の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

  保健福祉課長、森谷君。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    田代議員の御質問「化学物質過敏症患者が抱える

困難と現状・課題」についてお答えします。 

  化学物質過敏症は、生活の中に接するわずかな化学物質により、様々な症状が現れる

もので、未解明な部分が多い疾患の一つです。また、その対象の化学物質は、その患者

さんにとって合わないものであれば、何でも原因物質になる可能性があり、世の中の化

学物質全てといっても過言ではないとされています。 

  症状は、頭痛や不眠、不安、下痢、筋肉痛、関節痛、皮膚炎、不整脈など多岐にわた

ります。特に軽度の場合は体の疲れや軽い風邪などとの区別が難しく、患者さん自身が

仕事の疲れや夏風邪と思うことで発見が遅れることがあります。しかしながら、化学物

質過敏症は遺伝的要因や、そのときの健康状態・環境因子などとの関連が指摘されてい

るものの発症のメカニズムが明確になっていません。アレルギーは原因物質も症状も誰

でも比較的似ているものですが、化学物質過敏症は原因も症状も人によってばらばらで

あることが、認知が進まない理由であります。 

  また、現在においても診断基準や治療法は存在しておらず、酸素吸入治療や点滴療な

どを医療機関で行う治療もありますが、有効性は人によって異なります。対処法として

は、生活の中で工夫しながら対応していくことが基本となり、それでも症状がつらいと

きは、ためらわずに病院に行って原因を検査したり、治療薬を処方してもらうこととな

ります。 

  本町では、このような症状で困っていると相談された事例はなかったと思われますが、

引き続き健康に関して寄せられる相談に対して丁寧な対応や状況把握に努めるとともに、

相談を受ける職員（保健師）の化学物質過敏症についての理解を深めていきたいと考え

ております。そして、まずは広報や町ホームページなどにより、社会全体で化学物質過

敏症に対する理解が進むよう周知していきたいと考えておりますので、御理解賜ります
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よう、よろしくお願いします。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    以上で１回目の答弁が終わりました。 

  これより、２回目以降の質問は、自席で起立して、通告項目に従い質問、答弁をして

ください。 

  ６番、田代哲郎君。 

○６番（田代哲郎君）    ２０１７年のことなんですが、化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律というのが改正されました。いわゆる化審法は、人や動植物に害を

及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染を防止することを目的とする法律です。 

  化学物質にはＰＣＢなど有毒で環境中の放出を回避すべき第１種特定化学物質いうの

が３４種類あります。使用状況を詳細に把握する監視化学物質は３８種類です。一般化

学物質、これはおよそ２万８,０００種類ありまして、それまでの段階があります。 

  市場に出回る前に新規化学物質は国の事前審査を受けています。ただし、年間１０ト

ン以下の低生産量の新規物質と１トン以下の少量新規物質については、用途などを明ら

かにして申出をすれば、審査でなく、確認で済むことになっています。これについて、

２０１７年の法改正では、少量新規について、化学物質ごとに年間１トンまでという総

量規制を環境排出量規制に変えてしまいました。 

  つまり、用途ごとに決められた排出係数を掛けて環境中に排出される量の合計が１ト

ンまでであればよいとされました。 

  用途ごとに決められた排出係数を掛けて環境中に排出される量の合計が１トンまでで

あればよいとされたことで、例えば、塗料やコーティング剤では、環境排出係数が０.

０１とされ、これまでの１００倍の製造・輸入が可能になりました。この法改正により、

化学物質の使用量が大きく増えていくことは確実で、化学物質過敏症の理解や診断・治

療が進んでいない下で、患者は大変不安に思っていると言われます。 

  ２０１６年の熊本地震で被災した患者が避難する場所もなく、町中が工事で空気が悪

く、被災した住宅の修理もできないお手上げの状態と訴えています。 

  化学物質過敏症は、なかなか理解してもらえないという困難がある下で、せめて周り

の人に分かってもらうことができれば、大きな支えになると思います。 

  病院では異常なしと言われ、家族からは怠け者扱いにされ、理解されないというのは、

本当につらいと訴えています。 
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  例えば、アパートの両隣で、片方の住人が洗濯物の匂い、洗剤に含まれる芳香剤がつ

らいことを打ち明けて、洗剤を変えてもらった例もあります。 

  現実的にはつらさを訴える人が多いとされます。先ほどの答弁の中で、紀美野町とし

て、過敏症の周知に取り組むということですが、具体的にどのような取組を行われるの

かお聞かせいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    町のほうでは、この化学物質過敏症に対する周知

をどのように進めていくのかということなんですが、先ほど言わせてもらったように、

広報やホームページですね、まず化学物質過敏症とは何かというところから入って、そ

ういうような症状があった場合は、相談、なかなかこの症状に対する明確な治療法って

いうのはないんですけれども、そのあたりの相談を保健師がきっちり対応できるように、

化学物質過敏症の記述とともに、明記して住民に理解していただくよう努めてまいりま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（伊都堅仁君）    ６番、田代哲郎君。 

○６番（田代哲郎君）    保健師さん等に周知して、理解してもらうように進めると

いうことですが、最大の問題は、対応してくれる医療機関が見つからないことです。そ

れは、この町でも同じだと思います。 

  化学物質過敏症だと気づかずに、症状ごとに受診して、病院を転々としても診断がつ

くことはまれだと言われます。また、病院に行っても化学物質が多く、症状が出て受診

できないこともあります。 

  心療内科や精神科へ行けと言われることも多いし、向精神薬、精神科の薬を処方され

る、そうしたことだけでは解決にはならないとされます。 

  診断されて、治療を始めるには、患者自身と医師が化学物質過敏症ではないかと気づ

くことが何よりも重要とされています。そこにたどり着けない人がいながら、対応が前

に進まない事態の一刻も早い打開が求められます。 

  今後の課題として、化学物質過敏症を標準医療として進んでいる地域の医療機関で診

てもらえるようにすることがあります。少なくとも、都道府県に１か所は対応できる医

療機関を設置することで、精神科へ行けなどと言われることがないようにすることが必

要です。 
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  それから、理解されない苦しみを抱える患者に対し、看護師による支援が有効である

ことを指摘した専門家の論文も出されています。治療や支援への入り口での困難に、看

護師の皆さんも寄り添って対応できるようにと、そういうふうに考えています。 

  さらに、初めから専門医という人はおりません。呼吸器内科の医師が基本はカウンセ

リングを実施しながら、テストを重ねて原因物質を特定、除去していくというやり方を

重ねているドクターもあります。 

  全国で本当に数少ないんですが、専門医と言うべき医師たちがリタイアする前に国が

音頭を取って各都道府県に最低一つは専門外来をつくる必要があると求める声もありま

す。 

  一般化されたものがあるし、ＩＣＤ－１１という世界標準の疾病分類に収載されてい

るのに、日本では診断や治療が進んではおりません。そうした化学物質過敏症患者の実

情について、県などの担当部局と意見交換をする必要性についてはどう考えておられる

のかお伺いします。 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    田代議員の御質問にお答えします。 

  国のほうでは、高橋衆議院議員が化学物質過敏症の問題を取り上げて、都道府県に１

か所は専門外来をということでの要望を訴えたわけなんですが、和歌山県には、そうい

うような専門の外来はありません。国のほうでは、認定のＮＰＯ法人として、化学物質

過敏症支援センターというものがありまして、そこで化学物質過敏症に対する相談なり

をしているところではございますが、国においても、なかなかそういうところが進んで

ないのが現状でございます。 

  田代議員おっしゃられるとおり、県にできるだけ働きかけて、このようなことで化学

物質過敏症によってお困りの方も一定数いらっしゃいますので、そのあたりについて、

できるだけ専門的な知識を持って治療していただけるように働きかけていきたいと考え

ておりますので、御理解賜りますようお願いします。 

○議長（伊都堅仁君）    ６番、田代哲郎君。 

○６番（田代哲郎君）    県に働きかけるようにしたいという答弁ですが、最近のこ

とですが、国民生活センターでは、香害に関するものとして、１３年と１９年４月に柔

軟仕上げ剤の匂いに関する情報提供を公表しています。この中で、１４年以降、消費者

から９２８件の柔軟仕上げ剤の匂いに関する相談があり、発生場所の８割は家庭で、相
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談の２割がせきが出る、息苦しいなどの呼吸器障害の症状であることについての情報提

供がありました。 

  一方、国民生活センターは、相談事例を基に、商品テストを行っていますが、大手メ

ーカーの商品を集めて、無香性、それから微香タイプ、香りの強いタイプで比較を行っ

ています。 

  その結果として、総揮発性有機化合物は無香性や微香タイプの柔軟仕上げ剤を標準の

２倍量使用した場合にも総揮発性有機化合物の上昇は見られないが、香りの強いタイプ

の柔軟仕上げ剤を２倍使用すると顕著に上昇したと分析してます。 

  残念ながら、国民生活センターがこのテスト結果から指摘している対策は、過度な使

用を避ける、つまり消費者への注意喚起としては、表示量を守りましょうというだけの

ものです。しかし、実際には表示量を守ったとしても、無香・微香タイプに比べれば、

香りの強いタイプは総揮発性有機化合物は倍の量が出ています。まず、この事実を直視

して、消費者への影響を認めいただくことが必要ではないかと思います。 

  最初に情報提供が行われた１３年から１８年にかけて、国内の柔軟仕上げ剤の販売量

は２８.２万トンから３７万トンへと増加しています。業界の自主的な判断に委ねてき

たことが大きな間違いであったと言われています。 

  特定非営利法人日本消費者連盟のパンフレット「香害１１０番～香りの洪水が体を蝕

む」によれば、２０１７年７月２６日と８月１日の２日間、電話相談に取り組んだとこ

ろ、メールやファクス、２,０１３件もの相談があったとのことです。 

  どれほどこの問題に苦しむ人が多くいるかを示すものです。訪問者があってもドアを

開けない、風下に立たないなどの対策を取らざるを得ません。だから、外出もできない

という声もあります。 

  深刻なのは、介護が必要だけど、施設やヘルパーさんが使う柔軟剤のために介護サー

ビスが利用できないというものです。 

  重ねて申し上げますが、今後の課題として化学物質過敏症を標準医療として住んでい

る地域の医療機関で診てもらえるようにすることがあります。少なくとも、都道府県に

１か所は対応できる医療機関を設置することで、精神科へ行けなどと言われることがな

いようにすることが必要です。 

  和歌山県にも１か所は対応できる医療機関をという対策について、町として今後も研

究を重ねていく考えがないか、お尋ねいたします。 
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  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    田代議員の御質問にお答えします。 

  化学物質過敏症は、答弁でもさせていただいたんですが、わずかな化学物質により、

いろんな症状が現れます。田代議員おっしゃられるとおり、洗剤や柔軟剤、芳香剤など、

多岐にわたりますし、殺虫剤や虫よけスプレー、農薬、接着剤とか、いろんなものがあ

ります。そのような症状で訴える方の周りの方については、できるだけそのような柔軟

剤とか香水などが過度にならないように気をつけたり、殺虫剤が必要以上に飛び散らな

いような対策も必要だと考えております。 

  化学物質というのは、いろんなところで使われているので、最終的には環境問題を見

据えて対策を取らなければならない部分はあるかも分かりませんが、そのようなことで

困っている方が一定数いらっしゃいますので、そのあたりについて、県とこのあたりの

進捗具合も含めながら、どのようになっているかというところを協議して、対策しても

らえるよう、町としても働きかけていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（伊都堅仁君）    以上をもって、田代哲郎君の一般質問が終わりました。 

  続いて、９番、向井中洋二君の一般質問を許可します。 

（９番 向井中洋二君 登壇） 

○９番（向井中洋二君）    それでは、一般質問をさせていただきます。 

  町内公立高校の特色ある取組に対する支援についてということです。 

  町内公立高校の存続については、大きな行政課題の一つであると考えます。少子化の

進行や、学校選択の多様化などにより、年々生徒数が減少する傾向にある中、本町にお

ける地方創生の取組を進める上で、町内公立高校の活性化の実現は、本町のまちづくり

にとって極めて重要であります。 

  近年、社会情勢の急速な変化が進む中、生徒の興味・関心や、進路希望の多様化など、

さらには中学卒業者の減少など、高等教育を取り巻く環境は非常に厳しい状況下に置か

れております。 

  町内公立高校も例外ではなく、本年３月に和歌山県教育委員会から出された県立高等

学校教育の充実と編成整備に係る原則と指針によりますと、海南高校は海南校舎・大成

校舎、また美里分校の１校１分校となっており、今後は両校舎で学級数の調整を行いな
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がら、可能な限り存続・充実させ、将来は分校を含め、在り方を検討するとなっていま

す。 

  町内では高等学校教育振興補助金として予算化し補助をしておりますが、魅力ある学

校、選ばれる学校づくりの実現に向け、各施策の展開が必要かと思われます。 

  そこで、町内公立高校が特色ある学校づくりに向け、自主的な取組として新たな部活

動の創部を目指した場合、町の休・廃校施設を含め、利用できる環境を整えるなど、町

としてどのように向き合っていくのかをお考えをお伺いをいたします。 

  よろしくお願いします。 

（９番 向井中洋二君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    教育次長、曲里君。 

（教育次長 曲里充司君 登壇） 

○教育次長（曲里充司君）    向井中議員の「町内公立高校の特色ある取組に対する

支援について」お答えさせていただきます。 

  町内には、県立海南高等学校大成校舎と県立海南高等学校美里分校がありますが、近

年の少子化などとともに、進学者数が減少している状況にあります。県教育委員会にお

いて、令和４年３月に県立高等学校教育の充実と再編整備に係る原則と指針が出されま

した。その中において、これからの高等学校は何年先にどうなるといった結論は示され

ていません。それは高等学校の今後の取組や地域の意識・行動によって、当該高等学校

を取り巻く状況がよりよく変化することを期待するからですと述べられております。そ

の指針の和歌山の子供たちの可能性を高く、大きく開花させる高等学校教育の整備の中

で、これまで本県にはなかった新たな競技や活動についても、各学校で導入できないか

検討するという文言がございます。高等学校がそのような特色ある学校づくりを目指す

ものであれば、県内各地から希望者が集まる可能性があり、地域の活性化にもつながり

ます。そのための町の休・廃校施設の利活用であるなら、教育委員会としても協力して

まいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（教育次長 曲里充司君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    以上で１回目の答弁が終わりました。 

  これより、２回目以降の質問は、自席で起立して、通告項目に従い質問、答弁をして

ください。 
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  ９番、向井中洋二君。 

○９番（向井中洋二君）    そこで、今、いろんなクラブ活動とか、そういう話もさ

れたわけですが、近年の女子の、特化するんですが、野球が大きな盛り上がりを見せて、

盛んに行われていることをよく聞くようになりました。 

  そこで、少し県内の状況を説明させていただきます。平成２１年、学童女子によるチ

ームが東牟婁郡、西牟婁郡、有田海草郡、それぞれの支部で結成され、その後、日高、

和歌山、那賀、伊都支部が加わり、現在７チームで活動しております。その各支部から

選抜された選手が大会第１回目から参加をしているわけですが、第６回、第７回と準優

勝、その準優勝メンバーの中には紀美野町の子供もいてると聞いております。そして、

今年の第１０回の全国大会で悲願の全国制覇を成し遂げています。選手は小学校卒業後、

他のスポーツに転進する女子ももちろんいますが、中学校の部活動として男子とともに

野球を続ける女子が野上中学校にも現在２名、活躍されていると思います。 

  しかしながら、中学校卒業後の選択肢について調べた限りでは、和歌山県内に公立・

私立とも、高等学校には女子の野球部が軟式・硬式ともありません。高校野球連盟にお

いては、女子の入部を拒むものではありませんが、公式戦への出場は認められておりま

せん。 

  それを踏まえてお聞きします。野球を続けたい、野球をやりたい、それをかなえる選

択肢として、県外への野球留学があります。その野球留学の状況を少し説明させていた

だきますと、関西圏では現在大阪府に野球部があるのは２校、京都府は４校、兵庫県に

は２校、全国合わせて４３校あります。また、県外の野球留学の状況ですが、女子学童

野球設立後、東牟婁支部４名、西牟婁支部７名、海草支部７名、日高支部１名、伊都支

部２名が野球留学をしています。 

  この状況において、かねがね町内公立高校に女子硬式野球部があればと考えておりま

した。全国４３校女子硬式野球部がある中、公立高校は４校と少なく、創部には様々な

問題を解決しなければならないと感じています。 

  公立高校女子野球部は沖縄県立南部商業高校、島根県立島根中央高校、広島県立佐伯

高校、高知県立室戸高校があります。創部の理由は野球を続けたい女子高生の受皿であ

ることはもちろんですが、全ての高校が生徒数の減少、地域の高校としての存続危機が

その理由に上げられます。その課題の解決として、地域もその取組の一役を担い、まち

づくりの一環として女子硬式野球部創部へと踏み出し、成果を上げています。 
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  紀美野町として、休・廃校施設の有効利用も考えながら、地域密着型の特色ある学校

づくりとして和歌山県初の女子硬式野球部創部を様々な観点から考えてはどうか、町の

考え方をお伺いをします。 

○議長（伊都堅仁君）    教育長、東中君。 

○教育長（東中啓吉君）    向井中議員の再質問にお答えします。 

  今、お話のありました高校の女子野球部についてなんですけども、議員御指摘のよう

に、女子野球部、現在野上中学校に野球部があるわけですけども、女子選手が２名在籍

しております。この生徒たちは、小学校からスポーツ少年団の野球で経験した選手でご

ざいます。現在も、スポーツ少年団には２名の女子児童がプレーしています。この子供

たちが将来的に野球を続けていくかどうかっていうことは、まだ分かりませんけども、

野球をしたいということで、後に続いていく子供たちだというふうに思っています。 

  この野球をしている女子生徒が中学校を卒業した後、野球を続けていくためにどうす

るか、あるいはその環境をどう整えていくかということにつきましては、高等学校を所

管している県教育委員会ということになるんですけども、私たちがどうする、こうする

とはここでは言えませんけれども、少なくとも支援したり、協力したりすることはでき

ると考えています。 

  本町の公立高等学校が女子野球部の創設を目指すということであれば、高等学校の教

育の特色化にもつながりますし、また野球を続けたいという女子生徒が各地から入学希

望者が増えるということも考えられます。したがって、地域の活性化にもつながるとい

うふうに考えますので、私たち町の教育委員会としても、高等学校に対して積極的に支

援・協力をしていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（伊都堅仁君）    ９番、向井中洋二君。 

○９番（向井中洋二君）    ありがとうございます。和歌山県初の取組ということで、

なかなかいろんなハードルもあろうかと思いますが、町内の生徒の流出を止めることは

もちろん、また県内、全国各地から野球留学で学生を受け入れることで生徒数の減少に

歯止めをかけられることとともに、地域活性化にも多大な影響を与えることができると

思っております。 

  また、学校、地域、行政が共にまちづくりの一環としてこういうことを進めていくっ

ていう考えを町長にお伺いをしたいと思います。 
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○議長（伊都堅仁君）    町長、小川君。 

○町長（小川裕康君）    それでは、私から向井中議員の再々質問にお答えをさせて

いただきます。 

  議員が申されたように、全国の全日本女子学童軟式野球大会のことは新聞記事でも承

知しております。それは今年の８月に開催された全日本女子学童軟式野球大会で、和歌

山県の代表の和歌山ハーモニーズが初優勝されたということで、承知はしております。

チームは知事へも表敬訪問、報告に参ったっていうこと、県の議長のところへも報告に

行ったということも新聞で承知しております。 

  全国の４２都道府県から４３チームが出場した大会での優勝は、大変すばらしいこと

であります。このチームは県内の小学校５年、６年の女子生徒１４名で構成されており

ます。 

  子供たちは、小学校卒業後も中学校で部活動として男子と共に、一緒に野球を続けて

いる子供もいらっしゃいます。議員も、教育長も申していただきましたが、野上中学校

でも２名の女子生徒が頑張っていただいております。しかしながら、高校では、野球を

続けたいと思っても、県内の公立・私立の高校には、女子野球部がなく、どうしても野

球を続けたい子供たちは、県外へ野球留学をされてるということも聞いてございます。 

  紀美野町には海南高校大成校舎と同美里分校と二つの公立高校があります。特色ある

学校づくりが強く求められている現在、この紀美野町内の公立学校で、公立高校で女子

の野球部が創部されれば、大きな特色となることは間違いございませんとともに大変す

ばらしいことだと思います。県外留学をしなくても、県内の紀美野町にある高校で野球

を続けることができるようになり、また県外からも、逆に留学生も期待でき、町の活性

化にもつながる、大変意義のあることだと考えます。 

  町といたしましては、県の教育委員会、そして海南高校に積極的に働きかけてまいり

たいというふうに思っております。 

  その上で、ぜひ実現されるように、町として協力できることは積極的に協力してまい

りたいと考えておりますので、どうか、議員の皆様方もよろしくお願い申し上げまして、

答弁とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（伊都堅仁君）    ９番、向井中洋二君。 

○９番（向井中洋二君）    最後に、最初に４校、公立高校の野球部があると言わせ

てもらったんですが、その中で、ちょっとデータとしてお示しをさせていただきますと、
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高知県立室戸高校では平成２５年、４名からスタートして、その３年後には部員数２９

名となっていたり、広島の佐伯高校では平成２７年に創部をし、今現在では部員２３名、

島根県立島根中央高校では平成３１年創部で、現在部員数は４１名、それで、最後に沖

縄県立南部商業高校は令和３年創部で１３名から令和４年で１７名と、結構、今増えて

いることがこの数字をもっても分かります。 

  そして、女子硬式野球連盟によりますと、１０年前の登録者は２６３名しかいてなか

ったんですが、この令和４年度登録者数は１,３２０名と、このように増えております

ので、これを報告させていただきまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○議長（伊都堅仁君）    以上をもって、向井中洋二君の一般質問が終わりました。 

  これで、一般質問を終わります。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

  明日７日から１２日までの６日間を休会とし、１３日午前９時から会議を開きたいと

思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

 散 会 

○議長（伊都堅仁君）    本日は、これをもって散会します。 

（午後 ２時０４分） 


